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平安建都以来，千年以上にわたって一度も途絶えることなく，都市の機能と文化を継承・発
展させてきた京都のまち。その長い歴史においては幾度も危機がありましたが，その度に知
恵と力を結集させ，困難を乗り越えてきました。明治維新で事実上都の地位を失い，人口が
３分の２に急減した際も，先人たちは産業振興とひとづくりに活路を見出し，まちを復興させ，
今日に続く京都の発展の礎を築いたのです。
それからおよそ１５０年が経過した現在，再び人口減少や少子高齢化に伴う担い手不足，

まちの活力の低下など，大きな危機を迎えています。このままでは，千年を超えて受け継がれ
てきた伝統・文化，そしてそれらを支える「人」を未来につないでいくことができなくなる。立ち
止まることなく，今手を打たなければならない。そうした強い決意の下，将来にわたって安心
安全で暮らしやすく，魅力や活力のある持続可能な都市構造を目指す「京都市持続可能な都
市構築プラン」をここに策定しました。
本プランでは，「保全・再生・創造」の土地利用を基本としながら，市域全体を見渡し，各地域
の特性や強みを徹底的に活かした上で，それぞれの役割や将来像を市民・事業者の皆様と
しっかりと共有し，協働のまちづくりを進めていくこととしています。そして，京都のかけがえの
ない歴史や文化を次世代に継承し，新たな価値を創造し続ける「持続可能な都市」を目指し
ます。
このことは，あらゆる危機を克服してより強靭になる「レジリエンス」や，「誰一人取り残さな
い」を理念に持続可能な社会を目指す世界共通の取組目標「ＳＤＧｓ」，さらには本市が進め
てきた「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」の取組にもつながります。本プランに基づき，百年
後，千年後も「世界に，日本に京都があってよかった」と全ての方に実感いただけるまちづくり
を全力で進めてまいりますので，皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
結びに，本プランの策定に当たり，活発な議論を重ねてくださいました「京都市都市計画審

議会」並びに「持続可能な都市検討部会」の委員の皆様，そして多くの貴重な御意見や御提案
をお寄せくださいました皆様に，厚く御礼申し上げます。

京都市持続可能な都市構築プランの策定に当たって

京都市長　門川　大作



将来にわたって，安心安全で暮らしやすく，魅力や活力のある持続可能な都市構造を目指した
土地利用の誘導を図るためのプランを策定します。

京都市の特徴

基礎的課題
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「京都市持続可能な都市構築プラン」の概要
    ~歴史と文化を未来に受け継ぎ新たな価値を創造するまちづくり~

１２００年を超えて受け継がれてきた歴史や文化，自然環境，観光資源などが
市域の隅 ま々で存在する京都ならではの持続可能な都市の構築を目指します。

❶都心部と周辺部等の拠点の魅力・活力の向上
❷安心安全で快適な暮らしの確保
❸産業の活性化と働く場の確保
❹京都ならではの文化の継承と創造
❺緑豊かな地域の生活・文化・産業の継承と振興

　京都ならではの資源を活かした
新たな魅力や価値の創造

学術文化・交流・創造ゾーン
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①京都の都市特性を基礎とするまちづくり （京都のブランド性）
②市域全体の持続性を確保するまちづくり （地域の多様性）
③人々の活動を重視するまちづくり （暮らしと活動の機能性）

プランの基本的な考え方

基本コンセプト

地 域 分 類

基 本 方 針

持続可能な都市構造と地域の将来像

第3章
Ｐ9

第4章
P11

第5章
P27

プランの推進
１ まちづくり条例

２ 都市計画手法等の活用

市民・事業者・行政が，共に
良好なまちづくりを推進

本プランに基づく都市計画の決定・
変更など

都市特性を踏まえた立地適正化計画
の活用

地域の将来像を見据えた
土地利用の誘導

３ 関係計画等との連携

みんなで目指す京都のまちの将来像

歩くまち，住宅，福祉・医療，
産業・商業などの関係施策と連携
地域のまちづくりの方針等と連携

社会経済状況の変化にも柔軟に対応し，
安心・快適に暮らし続けられるまち

人口140万人規模の都市として，
まちの活力の維持・向上

モニタリング指標
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 定住人口の生活の場

ものづくり産業集積エリア

ものづくり産業の集積

緑豊かなエリア

地域の生活・文化等の継承

地域中核拠点エリア

定住人口の求心力

広域拠点エリア

京都の都市活力を牽引
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第１章　はじめに

１　プラン策定の背景

都市計画マスタープランに掲げる将来の都市構造「エコ・コンパクトな都市構造」

京都市では，京都市基本構想に示す京都の将来像を，都市計画の観点から肉付けし，長期的視点に
立った都市づくりの将来ビジョンを明確化する「京都市都市計画マスタープラン」に基づく都市づくり
を進めています。
同プランでは，都市計画の基本的な考え方として，「都市の持続」，「都市の独自性」，「都市の経営」と

いった点を重視し，将来にわたり，市民の安心で快適な暮らしや都市の活力の維持・向上を図るため，
これまでの「保全・再生・創造」の土地利用を基本としながら，鉄道駅等の交通拠点周辺に都市機能の
集積を図るとともに，各地域が公共交通等によりネットワークされた，安心安全で暮らしやすく，持続可
能な都市構造を目指すこととしています。
一方，人口減少社会が到来する中，今後，京都市においても一定の人口減少及び少子高齢化は避け

られない状況です。そのような中，自然災害をはじめとするあらゆる危機に対応できる「レジリエント・
シティ」の実現に向けた取組が急務となっています。
そこで，都市計画マスタープランに掲げる将来の都市構造の実現を目指し，持続可能な都市のあり
方や，その実現に向けたより具体的な方針を示すとともに，より適正な土地利用や都市機能の誘導を
進め，都市計画マスタープランの実効性をより高めるための「京都市持続可能な都市構築プラン」を策
定するものです。

○個性的な地域の形成
○地域をつなぐネットワークの強化

○交通拠点を中心とした都市拠点の強化
○地下鉄をはじめとする鉄道やバスなどの
　公共交通をはじめとした都市軸の活用

○保全・再生・創造の土地利用
○山間部から市街地内部にかけての段階的な空間形成

相互につながる個性的な地域の形成

都市活力の向上と低炭素社会を実現する都市構造の形成

京都市の特性を踏まえた土地利用の展開 保全保全
再生再生再生

創造創造

1



２　プランの役割・位置付け

（１）プランの役割
人口減少・少子高齢化の進行といった課題に対して，将来にわたって暮らしやすく，魅力や活力の

ある持続可能な都市構造を目指した，土地利用の誘導等を図るための「まちづくり指針」とします。 
ひいては，１２００年を超えて受け継がれてきた京都の歴史や文化を，次世代に継承し，新たな価
値を創造できる都市の構築につなげます。

（２）プランの位置付け
２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す「京都市基本構想」に即すとともに，「京都市
基本計画」や関連分野の諸計画等と連携しながら，都市計画の分野に関する事項の方針を示す「都
市計画マスタープラン」の実効性をより高めるためのプランです。
また，都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を含むプランとします。

（３）プランの対象範囲
　本プランの対象範囲は，京都市域の全体とします。

※２持続可能で，格差のない，
経済，社会，環境の調和の
とれた向上に向け，国際
社会全体での達成を目指
して，平成27年9月に国連
で採択された2030年まで
の目標

※１自然災害や人口減少のよ
うな様々な危機に対し，
粘り強くしなやかに対応
し，将来にわたって人々が
いきいきと暮らせる，魅力
と活気に満ちた都市の実
現に向けた取組指針

（４）プランの目標年次
　人口構造の変化などに対し，中長期的な展望のもと，対応を図ることが必要です。このため，本プラン

　の目標年次は，概ね20年後の平成52年（2040年）とし，京都のまちの将来像の実現を目指します。
　また，本プランについては，概ね5年ごとに点検等を行い，必要に応じて見直しを行います。

保全
再生

創造

世界文化自由都市宣言
（昭和53年10月宣言） 相互に連携する

実効性をより高める

持続可能な都市構築プラン

京都市基本構想

21世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想
（平成11年12月策定，目標年次：平成37年）

（平成22年12月策定）
京都市基本計画

基本構想の具体化のために
全市的観点から取り組む主
要な政策を示す計画
（目標年次：平成32年度）

・都市づくりの将来ビジョンの
  明確化
・都市計画決定・変更の指針　

・都市づくりを進めるための指針
・共汗（パートナーシップ）の
  まちづくりの共通の指針

各区基本計画
（平成23年1月策定）

基本構想に基づく各区の個
性を生かした魅力ある地域
づくりの指針となる計画
（目標年次：平成32年度）

分野別計画
京都市住宅マスタープラン
京都市緑の基本計画

など

京都市都市計画マスタープラン

各種計画等との関係性

（平成24年2月策定，目標年次：平成37年）

将来にわたって，暮らしやすく，魅力と活力
のある都市構造を目指した土地利用の誘
導等を図るための指針

・持続可能な都市構造を目指す本市の特
徴と課題の整理
・持続可能な都市のあり方やその実現に
向けた方針
・市内各地域の将来像の明示と推進方策

地域まちづくり構想
（順次追加）

重要戦略等
京都市地球温暖化対策計画
「歩くまち・京都」総合交通戦略

など

「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略
京都市レジリエンス戦略
SDGs（持続可能な開発目標）

※１

※２
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第２章　京都市の特徴と課題

１　京都市ならではの特徴

（１）高密度な市街地を形成する大都市

京都市ならではの特色や強みを守り，さらに高めていくことが必要です。

京都駅から東を望む 京都駅から西を望む

京都駅から南を望む

暮らしを支える商業施設（商店街など）

京都駅から北を望む

人口約147万人の政令指定都市で，周囲を三方の山々に囲まれた地理的条件のもと，市街化区
域のほぼ全域が人口集中地区（DID）※であり，密度の高い市街地を形成する大都市です。

日常生活を支える施設が充実し，特色ある多様な地域がネットワークされたヒューマンスケール
なまちです。

※人口集中地区（DID）：人口密度が40人/ha以上の基本単位が互いに隣接して，人口5,000人以上となる
　地区のこと。

※ヒューマンスケール：人間的な尺度のことで，建築や外部空間等で人間が活動するのにふさわしい
　空間のスケールのこと。

（２）ヒューマンスケール※なまち

3



京都伝統産業ふれあい館

（３）ものづくり都市

本市の市内総生産に占める製造業の割合が高く，伝統産業から先端産業まで，また中小企業か
らグローバル企業までが集積する「ものづくり都市」です。

（４）国際文化観光都市・大学のまち

（５）豊かな自然と共生する都市

１２００年を超えて受け継がれてきた歴史や文化，観光資源が市域の隅々まで存在する「国際
文化観光都市※」，３８の大学が立地し高度で豊富な学術研究機能が集積する「大学のまち」です。

※国際文化観光都市：国際的な観光等の文化・親善を促進する地域として指定された都市

京都ならではの歴史的景観を形成する三方の山々が保全され，市街化区域外においても，歴史
に培われた特色ある文化や暮らしが息づく，豊かな自然と共生する都市です。

※京都市では市域面積の約８割が農地と森林（昭和５年から風致地区を指定）

（昭和２５年から京都国際文化観光都市建設法が施行）
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人口減少・少子高齢化が進展 人口推移

このまま進むと・・・

●地域コミュニティの活力の低下
●歴史・文化の担い手不足
●社会を支える世代が減少...

２　京都市の基礎的課題

（１）定住人口
ア　国の推計※では，平成52年（2040年）には，京都市の人口が約13万人減少して134万人とな
り，年齢構成も，15歳から64歳までの生産年齢人口が約17万人減少する一方，65歳以上の高
齢者人口は約７万人増加する見込みです。

イ　特に市内周辺部等において人口減少・少子高齢化が進んでいます。

ウ　就職期の20歳代が東京都・大阪府に，結婚・子育て期の30歳代が近郊都市に転出超過と
なっており，都市に活力を生み出し，社会を支える中核となる「若年・子育て層」が市外へ流出
しています。

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」

東京都・大阪府へ

近郊都市へ京都府南部
滋賀県・大阪府

１４万人の学生が学ぶ大学のまち

20
代 -2,145人

-1,349人30
代

市内 市外

沿線の地価やマンション価格は京都市内が高い傾向

転出

転入

（平成30年）

就 職 期

子育て期

２０歳代・３０歳代が市外へ流出 人口流出

都市の持続性に影響を与える課題に対応する必要があります。

若年・子育て層の人口が転出超過

2.3人 1.6人
2015年2015年 2040年2040年

0 ～       14歳0 ～       14歳

15 ～       64歳15 ～       64歳

65歳       以上65歳       以上

平成52年
（2040年）
平成52年
（2040年）

平成27年
（2015年）
平成27年
（2015年）

147147 134134万人万人
万人万人

※国の推計※国の推計

9292 7575万人万人 万人万人

3939
4646

万人万人
万人万人

13万人16 万人
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ものづくり都市を支える操業環境の
確保と住宅との調和
まとまった産業用地の確保が課題

H23以降,延床面積1千坪以上のテナントビル新規供給なし

神戸地区
大阪地区
京都地区

平成23年 平成26年 平成30年0%

3%

6%

9%

12%

15%

市内での産業活動,働く場の
確保に影響

工業地域などにおいて住宅用途が増加 用途別延床面積の推移

（２）産業・働く場
ア　市内で働く市民が減少する一方，市外で働く市民が増加しているほか，テナントビルの空室率が
低く，平均賃料も高いため，市内での産業活動や市民の働く場であるオフィス空間が確保しにくい状
態となっています。

イ　市内で一定まとまった産業用地・空間の確保が難しく，企業の事業拡大や企業誘致を進めるうえ
で課題となっています。

ウ　工業地域などにおいては，住宅・商業系の建物が増加する一方で，工業施設が減少し，操業環境
の確保と居住環境との調和が課題となっています。

-15%

＋65%

平成17年 平成22年 平成27年

万人

万人

万人

万人

万人

万人

万人

市
内
就
業
者

市
外
就
業
者

市
内
就
業
者

市
外
就
業
者

市
内
就
業
者

市
外
就
業
者

市民の働く場が
市内から市外へシフト

市内で働く市民が減少 就業者数の推移

オフィスが不足 オフィスの空室率の推移

工業施設 専用住宅

平成30年

0千㎡ 2,000千㎡ 4,000千㎡ 6,000千㎡
平成23年

2,366 2,183 1,432

2,407 2,007 1,269

商業業務 その他
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（３）文化・地域コミュニティ
ア　生活文化や歴史を受け継ぎ，住民同士で支え合う暮らしや文化を維持するためには，地域コミュ
ニティの維持が重要です。一方で，人口減少・少子高齢化の進行に伴い，地域や社会の担い手が少
なくなることが危惧されるなど，地域の絆や伝統を感じる京都らしい暮らしや文化を守ることが難し
くなるといった課題があります。

イ　地域コミュニティの活力の維持とともに，安心で快適な居住環境の確保や，地域と調和した空き
家の活用の促進，活用の見込まれない空き家の発生を抑えることなど，地域のつながりを維持して
いくことが重要です。

ここ京都では，長い歴史の中で培われた住民自治の伝統や支え合いの精神に基づ
き，自治会，町内会その他の地域住民の組織する団体が中心となり，地域コミュニティが
形成され，これらの団体の活動が京都の発展に大きく寄与してきた。
しかしながら，近年，居住形態や生活様式の変化に伴い，自治会，町内会その他の地
域住民の組織する団体に加入する住民の割合が低下し，及び地域活動に参加する地域
住民が減少したことにより，地域住民相互のつながりが希薄になり，子育てや高齢者の
生活の支援，災害時の被害の軽減その他の地域社会において生活するうえで重要な課
題を解決するために必要な地域コミュニティの活力が低下することが危惧されている。
このような状況において，東日本大震災が発生し，地域コミュニティの重要性への認
識がより深まる中，良好な地域コミュニティを維持し，及び形成していくためには，地域
住民相互の交流を促進することにより地域住民が支え合う地域のつながりを強化する
とともに，地域住民相互の協力と支え合いの精神に基づく自主的かつ活発な地域活動
が行われる必要がある。
ここに，本市は，地域自治を担う住民組織，事業者等との連携の下に，地域住民が行う
地域活動を支援し，地域コミュニティの活性化を推進することにより，将来にわたって，
地域住民が支え合い，安心して快適に暮らすことができる地域コミュニティを実現する
ことを決意し，この条例を制定する。

京都市地域コミュニティ活性化推進条例（平成24年4月1日施行）

（前文）

平成24年 平成25年 平成26年 平成28年 平成30年

70 % 69.8 69.6 69.8

68.5

67.7

69 %

68 %

67 %

自治会等推計加入率の推移
資料）各年度　京都市「自治会・町内会アンケート」
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ア　国内外からのビジネスでの来訪者，市内38の大学で学ぶ大学生，留学生，年間5,000万人を超える観
光客など，京都を訪れる人々が地域と交流し，都市の活力が向上していくことが重要です。

イ　観光消費額も年々増加している一方で，外国人観光客の急増に伴う一部の観光地の混雑なども
生じており，市民生活との調和や，市内周辺地域の活性化と観光客の分散化をどのように図ってい
くかといった課題があります。

（４）交流人口

平成29年

147,034人

約10%

平成21年

139,237人

平成14年

138,226人

学生数の推移
人口に対する学生割合

平成29年

5,362万人

平成21年

4,690万人

平成14年

4,217万人

観光客数の推移（年間）

平成29年

8,386人

平成21年

5,065人

平成14年

3,553人

好調な観光だけでなく，
定住人口，
産業・働く場の
確保が重要です。

約6%

留学生数の推移
学生に占める留学生の割合
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第３章　プランの基本的な考え方

１　基本コンセプト

１２００年を超えて受け継がれてきた歴史や文化，観光資源などが市域の隅々まで存在し，特色あ
る多様な地域がネットワークする京都市には，これらを将来の世代に受け継いでいく「未来に向けた
責任」があり，市内の全域にわたって生活文化を守り，魅力や活力を維持していくことが求められます。
同時に，このような都市特性や，国内外の人々をひきつける文化的，経済的な京都市の求心力を踏ま
えると，将来の人口が一定減少する場合においても，これに伴う単純な都市の縮小の考え方はなじま
ないと考えられます。
そこで，以下の３つの基本コンセプトのもと，人口減少社会の到来や少子高齢化の進展といった
様々な社会経済状況の変化に対応すると同時に人口減少に歯止めをかけ，京都ならではの持続可能
な都市の構築を目指します。

歴史や文化，自然環境，観光，大学のまちなど，京都ならではの魅力を受け継ぎ，さらに創造を続ける都市

京都の都市特性を基礎とするまちづくり１　

多様な地域の魅力を活かし，ポテンシャルを高めて各エリアが結ばれる都市

市域全体の持続性を確保するまちづくり２　

市民の豊かなライフステージと京都を訪れる人々の活動を支える都市

人々の活動を重視するまちづくり３　

京都のブランド性

地域の多様性

暮らしと活動の機能性
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基本方針３

基本方針４

基本方針５

都心部と周辺部等の拠点の魅力・活力の向上

2　基本方針

京都市の特徴を活かし，基礎的課題に適切に対応するため，３つの基本コンセプトのもと，以下の
５つの基本方針に基づいて，持続可能な都市の構築を図ります。また，それぞれの基本方針について
は，相互のバランスや全体の調和を踏まえてプランを推進します。

基本方針１

基本方針２

都市に活力とにぎわいを生み出す都心部や，定住人口の求心
力となる周辺部等の地域の拠点において，多様な都市機能の集
積や建物の更新，機能的な都市環境の確保を図るとともに，多
様な各地域がネットワークで結ばれることで，京都に暮らす市民
と訪れる人々にとって，魅力や活力のあるまちづくりを進めます。

安心安全で快適な暮らしの確保

日常生活を支える施設や公共交通などの利便性の確保，地域
コミュニティの維持，住宅の既存ストックの有効活用等により，子
どもから高齢者まで，あらゆる世代が，それぞれのライフステー
ジに応じて，安心安全で快適な暮らしを送ることができる居住環
境の形成を図ります。

産業の活性化と働く場の確保

一定まとまった産業用地・空間の確保や，住宅と工場の操業環
境との調和等により，都市の活力を生み出し，市民の豊かな生活
を支える産業の活性化と，市内での働く場の確保を図ります。

京都ならではの文化の継承と創造

歴史，文化，大学，観光，伝統産業・先端産業など，多様な資源
のつながりを，まち全体の魅力や活力の向上につなげ，京都な
らではの文化の継承・創造を図ります。

緑豊かな地域の生活・文化・産業の継承と振興

農林業や観光等，地域の特性を活かした産業の振興や，都市
部との活発な交流等により，豊かな自然環境を活かした地域特
有の生活・文化・コミュニティの継承と，地域の振興を図ります。
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京都市

第４章　持続可能な都市構造と地域の将来像

１　各地域の分類の考え方

今後，中長期的に人口減少及び少子高齢化が避けられない中，市域全域を見渡して，京都の都市特
性を十分に活かした持続可能な都市構造の実現を図っていく必要があります。そのため，本プランで
は，これまでの「保全・再生・創造」の土地利用を基本とし，「京都市都市計画マスタープラン」の考え方
を踏まえ，市内各地域それぞれの関係性なども考慮しながら，市内全体を５つのエリアに分類します。
また，適正な土地利用や都市機能の誘導にあたっては，地域ごとの役割などを考慮し，地域の特性

と将来像を踏まえたうえで，取組を進めます。

保全保全保全
自然と歴史的な景観を
保全するとともに，良好
な居住環境の保全・向
上等を図るゾーン

再生再生
商業・業務機能が集積
し，歴史豊かな市街地
における調和を基調と
する再生を図るゾーン

21世紀の新たな活力
を担う創造のまちづく
りを進めるゾー ン

創造創造

京都市全体として
持続可能な都市の
構築

都市計画マスタープランに掲げる
「保全・再生・創造」の考え方のイメージ

京都市役所前二条

烏丸御池
烏丸

河原町
祇園四条
三条京阪三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

中書島

伏見桃山

桃山御陵前
丹波橋

六地蔵
六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川

嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

淀

保全保全保全
再生再生

創造創造創造

基本方針

（１）基本方針と地域の分類

Ⅰ
広域拠点
エリア

Ⅱ
地域中核
拠点
エリア

Ⅱ
地域中核
拠点
エリア

Ⅱ
地域中核
拠点
エリア

Ⅳ
ものづくり
産業集積
エリア

Ⅴ
緑豊かなエリア

Ⅲ
日常生活
エリア

地域分類（5つのエリア）   

学術文化・
交流・

創造ゾーン

Ⅱ地域中核拠点エリア

Ⅲ日常生活エリア

Ⅳものづくり産業集積エリア

Ⅴ緑豊かなエリア

広域拠点エリアⅠ
学
術
文
化
・
交
流
・
創
造
ゾ
ー
ン

❷安心安全で快適な
暮らしの確保

❸産業の活性化と
働く場の確保

❹京都ならではの
文化の継承と創造

❺緑豊かな地域の生活・
文化・産業の継承と振興

都心部と周辺部等の
拠点の魅力・活力の向上❶
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（２）各地域の基本的な役割と場所

保全

再生

創造

京都市役所前京都市役所前京都市役所前二条二条

烏丸御池烏丸御池烏丸御池
烏丸烏丸

河原町河原町河原町
祇園四条祇園四条祇園四条
三条京阪三条京阪三条京阪三条三条三条

四条四条四条大宮四条大宮四条大宮

五条五条

京都京都

大宮大宮大宮

丹波口丹波口丹波口

梅小路京都西梅小路京都西梅小路京都西

北大路北大路

今出川今出川今出川

丸太町丸太町丸太町

東山東山東山

七条七条

北野白梅町北野白梅町北野白梅町

円町円町

西院西院

西京極西京極

桂桂

中書島中書島中書島

伏見桃山伏見桃山伏見桃山

桃山御陵前桃山御陵前桃山御陵前
丹波橋丹波橋丹波橋

六地蔵六地蔵
六地蔵六地蔵

近鉄丹波橋近鉄丹波橋近鉄丹波橋

桂川桂川桂川洛西口洛西口洛西口洛西バスターミナル洛西バスターミナル洛西バスターミナル

西大路西大路西大路

太秦天神川太秦天神川太秦天神川

嵐電天神川嵐電天神川嵐電天神川

嵯峨嵐山嵯峨嵐山嵯峨嵐山

出町柳出町柳出町柳

国際会館国際会館国際会館

嵐山嵐山嵐山

嵐山嵐山嵐山

醍醐醍醐

椥辻椥辻

山科山科山科

京阪山科京阪山科京阪山科

竹田竹田竹田

淀淀

広域拠点エリアと地域中核拠点エリアは次の視点で，都心部と各地域の主要な公共交通拠点の周辺に定めます。

学術文化・交流・創造ゾーン
京都ならではの資源を活かした
新たな魅力や価値の創造
歴史，文化，大学，観光
などの京都ならではの
資源と多様な人が出会
い，集い，交流
（あらかじめ場所を定めません）

・都市計画マスタープランに定める主要な公共交通の拠点
・都市機能の集積と人の往来が一定以上の拠点（駅から半径500ｍの範囲の商業・業務機能の延べ床面積が
概ね10万㎡以上，駅の乗降客数が概ね300万人／年以上，バス路線のターミナル拠点）

凡例

広域拠点エリア
地域中核拠点エリア
日常生活エリア
ものづくり産業集積エリア
緑豊かなエリア

保全
再生

創造

Ⅰ広域拠点エリア
京都の都市活力を牽引
国内外から訪れる多く
の人々の活動を支える
京都らしい都心空間の
創出
歴史的都心地区周辺，
京都駅周辺，
二条・丹波口・梅小路周辺

Ⅱ地域中核拠点エリア
定住人口の求心力

子育て期をはじめ，それ
ぞれのライフステージ
に応じた必要な都市機
能の効率的な利用
周辺部等における
地域の拠点

Ⅳものづくり産業集積エリア
ものづくり産業の集積
操業環境の確保，住宅と
の調和
産業用地・空間の確保に
より，京都にふさわしい
産業を集積
工業・工業専用地域，
らくなん進都　等

Ⅴ緑豊かなエリア
地域の生活・文化等の継承
農林業や観光等の産業
の振興等により，地域の
生活・文化等を維持・継承
市街化調整区域，
都市計画区域外の地域

Ⅲ日常生活エリア
 定住人口の生活の場
多世代が安心・快適に
居住し地域のコミュニ
ティ・文化を継承
市街化区域（ものづくり
産業集積エリアを除く）
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各エリアと相互の関係

各エリア間の関係については主なものを掲載しています。

学術文化・交流・
創造ゾーン

学術文化・交流・
創造ゾーン

     ものづくり産業
集積エリア

     ものづくり産業
集積エリア

移住・定住移住・定住移住・定住
緑豊かなエリア緑豊かなエリア

歴史的
都心地区
周辺

   広域拠点
エリア

   広域拠点
エリア

京都駅
周辺

二条
丹波口
梅小路
周辺

　    地域中核拠点
エリア

　    地域中核拠点
エリア

日常生活エリア日常生活エリア

文化・交流文化・交流文化・交流

産業活動産業活動産業活動

市街化区域

憩い・自然とのふれあい
地域活性化（農林業等）
憩い・自然とのふれあい
地域活性化（農林業等）

地域の生活・文化等の継承

定住人口の求心力

京都の都市活力を牽引

ものづくり産業の集積

京都ならではの資源を活かした
新たな魅力や価値の創造

定住人口の生活の場

各種サービス提供
生活利便・楽しさ
各種サービス提供
生活利便・楽しさ

働く場・就業者
買い物・イベント
働く場・就業者
買い物・イベント働く場・就業者働く場・就業者

市街化調整区域
都市計画区域外の
地域

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

P23

P25

P17

P21

P19
P15
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日常生活エリア

学術文化・交流・創造ゾーン学術文化・交流・創造ゾーン

緑豊かなエリア

地域中核拠点エリア

広域拠点エリア広域拠点エリア
地域中核拠点エリア

地域中核拠点エリア

移住・定住

文化・交流

産業活動

ものづくり産業
集積エリア
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北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

中書島

淀

伏見桃山
桃山御陵前
丹波橋

六地蔵
六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口
洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

１　広域的な商業施設，多くの企業が活動するオフィスビル
や，ホールなどが集積し，機能的な都市環境の整備が進
み，国内外から人々が集い，働き，交流が行われている。

２　都心居住による地域の文化・コミュニティや職と住が共
存する町並みが維持され，京都の歴史や文化が脈々と受
け継がれている。

３　鉄道や道路などの都市基盤整備の状況に応じて，商業・
業務がさらに活況を呈し，ゆとりあるオフィス空間が集積
し，多様な人々が集い，新たな活力が生み出されている。

４　市民の安心安全な暮らしや地域コミュニティと共存しな
がら，ビジネスや観光等で訪れる人々が快適に活動，滞在
し，まちの活性化にも寄与している。

５　京都の玄関口である京都駅の周辺で，新たなまちづくり
が進む地域では，文化・芸術を基軸としたまちづくりが更
に進み，若者や多様な人々が集い，暮らし，学び，働き，交
流することにより，人々を惹きつけている。

歴史的都心地区周辺 京都駅周辺 二条,丹波口,梅小路 周辺

国内外から訪れる多くの人々の活動を支える京都らしい都心空間の創出

京都の都市活力を牽引

広域拠点エリア

●広域的な商業施設
●オフィス
●MICE施設 ....等

地域にとって重要な施設の例

２　各地域の将来像と暮らしのイメージ

休日のお出かけが楽しめる
場所であってほしいね。

京都の文化や芸術を生み出す
活動に参加してみたいな。

企業活動を通じて京都の経済や
まちづくりにも貢献したいね。

京都らしい暮らしや行事を大切にして，
まちの魅力を知りたいな。 多くの企業が集まっていると，

仕事も進めやすいね。

京都市役所前二条
烏丸御池

烏丸
河原町 祇園四条

三条京阪三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西

持続可能な都市構造を目指した各地域の将来像と暮らしのイメージを示します。
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北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

中書島

淀

伏見桃山
桃山御陵前
丹波橋

六地蔵
六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口
洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

中書島

淀

伏見桃山
桃山御陵前
丹波橋

六地蔵
六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口
洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

中書島

淀

伏見桃山
桃山御陵前
丹波橋

六地蔵
六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口
洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

凡例

広域拠点エリア
市街化区域
市域界

※広域拠点エリアについては，拠点となる駅を中心とした範囲で図示しています（境界を定めるものではありません）。

広域拠点エリア

京都市役所前京都市役所前二条二条
烏丸御池烏丸御池

烏丸烏丸
河原町河原町河原町 祇園四条祇園四条

三条京阪三条京阪三条三条三条

四条四条四条大宮四条大宮四条大宮

五条五条

京都京都

大宮大宮

丹波口丹波口

梅小路京都西梅小路京都西

第４章　持続可能な都市構造と地域の将来像 ２　各地域の将来像と暮らしのイメージ

16

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

資
料
編

デ
ー
タ
集



１　各地域における主要な公共交通の拠点として，一定規
模の商業施設や地域の拠点となる病院，各種サービス施
設，多様な都市機能を徒歩圏で効率的に利用できる。

２　子どもから高齢者まで，それぞれのライフステージやラ
イフスタイルに応じて，必要な機能を選んで快適に利用で
き，地域の魅力と暮らしの楽しさを実感している。

３　時代の変化に応じて，ニーズに合わなくなった建物の
更新や改修が図られるとともに，にぎわいや交流が生まれ
る憩いの空間が生み出されるなど，まちの魅力や活力が
維持・向上している。

周辺部等における地域の拠点

子育て期をはじめ，それぞれのライフステージに応じた必要な都市機能の
効率的な利用

定住人口の求心力

地域中核拠点エリア

....等

●地域ニーズに応える商業施設
●地域の拠点病院
●図書館など生涯学習施設　

地域にとって重要な施設の例

地域のみんなが楽しく集まれる
まちになるように，何かできないかな。

まちが便利で快適だと，家族の
時間とみんなの笑顔が増えるね。

市内各地域や近隣都市など公
共交通で繋がり各方面からア
クセスしやすい拠点や，地域に
おける賑わいの中心となる拠
点の周辺

京都を代表する文化施設や大
学，観光資源などに近接する拠
点の周辺

日常の生活に密着した拠点の
周辺

広範囲から集う人々が利用でき
る商業・業務施設など，多様な
都市機能が充実し，豊かな社会
経済活動や便利な生活を送るこ
とができている。

文化の担い手や学生が参画し
たまちづくりや，観光客との交流
などにより，京都の魅力を活か
した特色あるまちづくりが進み，
まちの潤いや活気が高まり，京
都に暮らす誇りや伝統が受け継
がれている。

住環境と調和した多様な生活利
便施設が充実し，各地域での暮
らしを支えている。

①交通結節・賑わい型 ②文化・大学・観光型 ③生活拠点型
各 拠 点 の 特 性 に 応 じ た ３ つ の 類 型

京都市役所前二条

烏丸御池
烏丸

河原町 祇園四条
三条京阪三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西

北大路

今出川

丸太町

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

中書島

淀

伏見桃山
桃山御陵前

丹波橋
近鉄丹波橋

六地蔵
六地蔵

桂川洛西口

西大路

嵯峨嵐山

嵐山
嵐山

出町柳

国際会館

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

太秦天神川

嵐電天神川

洛西バスターミナル

東山

家から気軽に出かけられる場所が，
便利であってほしいね。

暮らしの近くに学べる場所があると，
人生が豊かでいいな。

毎日の通勤の途中で，
色々な用事ができればいいね。

　複合的な特性を持つエリアは主な類型に区分しています。
（①の類型に区分したエリア が，②や③の類型の特性を持つ場合など）

17



凡例

地域中核拠点エリア

市街化区域
市域界

①交通結節・賑わい型

②文化・大学・観光型

③生活拠点型

京都市役所前京都市役所前京都市役所前二条二条二条

烏丸御池烏丸御池
烏丸烏丸

河原町河原町 祇園四条祇園四条
三条京阪三条京阪三条三条

四条四条四条大宮四条大宮

五条五条

京都京都

大宮大宮大宮

丹波口丹波口丹波口

梅小路京都西梅小路京都西

北大路北大路

今出川今出川

丸太町丸太町丸太町

七条七条七条

北野白梅町北野白梅町

円町円町

西院西院

西京極西京極

桂桂

中書島中書島中書島

淀淀

伏見桃山伏見桃山伏見桃山
桃山御陵前桃山御陵前

丹波橋丹波橋丹波橋
近鉄丹波橋近鉄丹波橋近鉄丹波橋

六地蔵六地蔵
六地蔵六地蔵

桂川桂川桂川洛西口洛西口洛西口

西大路西大路

嵯峨嵐山嵯峨嵐山

嵐山嵐山
嵐山嵐山

出町柳出町柳

国際会館国際会館国際会館

醍醐醍醐醍醐

椥辻椥辻

山科山科

京阪山科京阪山科

竹田竹田竹田

太秦天神川太秦天神川

嵐電天神川嵐電天神川

洛西バスターミナル洛西バスターミナル洛西バスターミナル

東山東山

※地域中核拠点エリアについては，拠点となる駅を中心とした範囲で図示しています（境界を定めるものではありません）。

地域中核拠点エリア

第４章　持続可能な都市構造と地域の将来像 ２　各地域の将来像と暮らしのイメージ
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１　日常生活を支える商業施設，病院，保育施設，高齢者福祉
施設などが身近に存在し，徒歩や自転車，公共交通でス
ムーズに移動できるとともに，身近なバス等の積極的な利
用により公共交通の利便性が高まり，子どもから高齢者ま
で，安心安全・快適に暮らしている。

２　空き家などの既存ストックの活用が地域と調和して進み，
京都ならではの暮らしや生活文化が継承されるとともに，
郊外では，豊かな自然や農業と調和した，ゆとりある居住環
境を維持している。

３　子育て・教育環境の一層の充実が図られるとともに，鉄道
駅の周辺などで，若年・子育て層のニーズに合った住宅が
供給されるなど，暮らしてみたくなる生活空間が確保されて
いる。

４　ものづくり産業集積エリアに近く，工業系の用途と住宅や
農地が混在する地域では，周辺環境に調和した産業機能が
充実し，生活と働く場が近接したまちづくりが進んでいる。

５　自然災害が発生する可能性が高いと予測される地域で
は，災害に対する理解と備えが行き渡るとともに，地域の防
災力を支えるコミュニティが維持されている。

洛西ニュータウンや向島ニュータウンなど大規模な住宅団地では，あらゆる世代が安心・快適
に暮らし続けられるよう，既存施設が適切に維持・活用されるとともに，新たな魅力の発信や創
出など，若年・子育て層の呼び込みにつながる活動が進んでいる。

市街化区域（ものづくり産業集積エリアを除く。）

多世代が安心・快適に居住し地域のコミュニティ・文化を継承

定住人口の生活の場

日常生活エリア

ニュータウン・住宅団地等

....等

●日常生活を支える商業施設
●病院・診療所
●保育施設，高齢者福祉施設

地域にとって重要な施設の例

家族が増えても住み続けられる
子育てしやすい住宅があるといいね。

このまちが好きだから，
地域の活動にも参加してみよう。

地域のために古い京町家を
うまく活用したいな。

地元産の木材や野菜などを
多くの人に使ってもらいた いね。

社員が安心して暮らせたら，
いい仕事にもつながるね。

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前

丹波橋

六地蔵

六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

京都市役所前二条

烏丸御池
烏丸

河原町
祇園四条
三条京阪

三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西
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向島ニュータウン

洛西ニュータウン
竹田

凡例

日常生活エリア
ニュータウン
市街化区域
市域界

日常生活エリア

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前

丹波橋

六地蔵

六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前

丹波橋

六地蔵

六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前

丹波橋

六地蔵

六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

京都市役所前二条

烏丸御池
烏丸

河原町
祇園四条
三条京阪

三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西

京都市役所前二条

烏丸御池
烏丸

河原町
祇園四条
三条京阪

三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西

京都市役所前二条

烏丸御池
烏丸

河原町
祇園四条
三条京阪

三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西
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北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前

丹波橋

六地蔵

六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

京都市役所前二条

烏丸御池
烏丸

河原町
祇園四条
三条京阪

三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西

１　伝統や先端の知恵と技術，大学等の学術文化資源など
が蓄積し，充実した都市基盤，人口，消費地を擁するなど，
京都の強みを活かして，中小企業やベンチャー企業，グ
ローバル企業が集積し，利便性やアクセス性の向上など
により，働きやすく国際競争力や付加価値の高いものづく
りを支える都市環境が整っている。

２　市街化が進んでいる工業地域では，工場の操業環境
が，住宅と調和しながら確保され，都市の成り立ちや利便
性を活かし，多様なものづくり産業が活発に活動してい
る。

３　更なる工場の集積が期待できる工業地域では，工場と
住宅との調和を図りながら一定まとまった産業用地やゆ
とりある産業空間が確保され，ものづくり産業の事業拡大
や新規立地が進んでいる。

らくなん進都等工業・工業専用地域

操業環境の確保，住宅との調和
産業用地・空間の確保により，京都にふさわしい産業を集積

ものづくり産業の集積

ものづくり産業集積エリア

....等

●ものづくり関連工場，物流施設
●研究所，オフィス
●産業交流施設

地域にとって重要な施設の例

らくなん進都では，新しい京都を発信するものづくり拠点として，魅力的な都市環境が生み出
され，国内外の最先端のものづくり産業をはじめとする企業の進出意欲が高まり，本社オフィス
や生産，研究開発，物流施設等が集積している。

らくなん進都

京都ならではの
ものづくり企業で働きたいな。住む人にも働く人にも快適で

便利なまちになればいいね。

京都ならではのものづくりで，
都市の活力をしっかりと支えます。

新しい工場で地元の人に
働いてもらえたらいいな。

地元の特性を活かして
ものづくりとコラボできるといいな。

工場の周りを緑地にして，
近所の人にもよろこんでほしいな。
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北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前

丹波橋

六地蔵

六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前

丹波橋

六地蔵

六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前

丹波橋

六地蔵

六地蔵

近鉄丹波橋

桂川洛西口洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山

嵐山

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

京都市役所前二条

烏丸御池
烏丸

河原町
祇園四条
三条京阪

三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西

京都市役所前二条

烏丸御池
烏丸

河原町
祇園四条
三条京阪

三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西

京都市役所前二条

烏丸御池
烏丸

河原町
祇園四条
三条京阪

三条

四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西

凡例

ものづくり産業集積エリア
らくなん進都　　　　　
市街化区域
市域界

ものづくり産業集積エリア

22

第４章　持続可能な都市構造と地域の将来像 ２　各地域の将来像と暮らしのイメージ

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

資
料
編

デ
ー
タ
集



北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前
丹波橋

六地蔵
六地蔵

近鉄丹波橋

桂川
洛西口

洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山
嵐山

醍醐

椥辻

山科
京阪山科

竹田

１　京都ならではの山紫水明の景観を形成する三方の山々
が保全され，地域の自然や農林業，歴史資源などを活かし，
人々の文化的・経済的な交流が活発になっている。

２　多様な地域特有の暮らしが継承されるとともに，ゆとり
ある生活を求める人々の移住・定住が促進され，地域の生
活や文化，コミュニティの維持が図られている。

３　農林業の振興や地域の文化的・地理的特性などを活か
した産業，観光関連施設，スポーツやレクリエーションの
活動拠点の充実等により，都市部から多くの人が訪れるな
ど，地域が活性化し，市域全体の潤いと豊かさに繋がって
いる。

都市計画区域外の地域市街化調整区域

農林業や観光等の産業の振興等により，地域の生活・文化等を維持・継承

地域の生活・文化等の継承

緑豊かなエリア

....等

●暮らしを支える施設
●地域の特性を活かした産業の施設
●観光等の交流施設

地域にとって重要な施設の例

豊かな自然と触れあって
リフレッシュしたいね。

若い人にも訪ねて住んでもらえるよう，
地域の魅力を発信しよう。

豊かな自然を次の世代に
受け継いでいきたい。

とっておきの静かな名所などを
巡ってみたいな。

祇園四条

三条

五条

京都市役所前二条
烏丸御池

烏丸河原町
三条京阪

四条四条大宮

京都

大宮

丹波口
梅小路京都西

５つのエリアとも，大規模な低未利用地は，京都の魅力や活力の維持・向上を進めるために貴重な財産
であることから，計画的な土地利用を図ります。

地域の特性を活かして
新たな魅力や産業を考えてみたいな。

23



水尾

大枝

大原野

高雄

小野

杉阪

中川

氷室

細野　

宇津

越畑

樒原

大森

真弓
雲ケ畑

市原野

鞍馬
静原

百井

花脊

別所

久多

広河原

黒田

弓削

周山

山国

大原

八瀬

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町
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西京極

桂

淀
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桃山御陵前
丹波橋

六地蔵
六地蔵

近鉄丹波橋

桂川
洛西口

洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山
嵐山

醍醐

椥辻

山科
京阪山科

竹田

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前
丹波橋

六地蔵
六地蔵

近鉄丹波橋

桂川
洛西口

洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山
嵐山

醍醐

椥辻

山科
京阪山科

竹田

北大路

今出川

丸太町

東山

七条

北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

淀

中書島
伏見桃山
桃山御陵前
丹波橋

六地蔵
六地蔵

近鉄丹波橋

桂川
洛西口

洛西バスターミナル

西大路

太秦天神川
嵐電天神川

嵯峨嵐山

出町柳

国際会館

嵐山
嵐山

醍醐

椥辻

山科
京阪山科

竹田

凡例

緑豊かなエリア
市街化区域

市域界

緑豊かなエリア

祇園四条祇園四条祇園四条

三条三条

五条五条

京都市役所前京都市役所前京都市役所前二条二条二条
烏丸御池烏丸御池烏丸御池

烏丸烏丸河原町河原町河原町
三条京阪三条京阪

四条四条四条大宮四条大宮四条大宮

京都京都京都

大宮大宮

丹波口丹波口丹波口
梅小路京都西梅小路京都西梅小路京都西
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１　伝統産業や生活文化が受け継がれる地域において，伝統産業と最先端の技術やアートが
結びつくなど，暮らしと調和したクリエイティブな活動が行われている。

２　大学の周辺において，学生や研究者などが多く集い，活発な交流が行われ，新たな技術や
ビジネスなどが生み出されている。

３　住む人，訪れる人の双方が，身近に文化体験や芸術活動を楽しみ，ほんものの歴史や文
化，伝統に触れ，地域に対する愛着が増し，京都ファンが増えている。

学術文化・交流・創造ゾーン

出会う

集う

交流する

私たち
の京都

世界へ発信

歴史・文化歴史・文化歴史・文化

大学大学

観光観光

伝統・先端産業伝統・先端産業伝統・先端産業

若い学生さんと話していると，
新しいアイデアが湧いてきたよ。 ガイドブックに載っていない

まちの歴史や文化を体験したいわ。

伝統をデザインに活かした商品を
世界に送り出したいな。

＜地域の将来像と暮らしのイメージ＞

多様な人々の出会いや集い，交流を通じて，地域に息づくまちの資源を活かした場が，
地域のまちづくりと結びつく街区などを「学術文化・交流・創造ゾーン」と位置付けます｡

歴史，文化，大学，観光，伝統・先端産業のまちといった京都の特性を活かし，新たな魅力や価値の
継承・創造を目指します。
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歴史・文化

大学

観光

伝統・先端産業

広域拠点
エリア

施設の想定例地域の想定例

歴史的都心地区
京都駅東南部エリア

●京町家を保全したデザイン開発拠点
●若手芸術家の創作工房,小劇場

地域中核拠点
エリア

嵐山，東山

日常生活
エリア

大学周辺

ものづくり
産業集積エリア ものづくり発祥地

●歴史・伝統産業を体験・海外発信
　できるミュージアム

●学生・若手研究者の産業化ラボ

●ものづくりの歴史や最先端の
　技術などを学び発信する施設

緑豊かな
エリア

北部山間地域，大原,
大枝・大原野

●国内外の観光客が地域独自の文化や
　産業を体験する交流施設

「学術文化・交流・創造ゾーン」は，将来にわたり京都のまちを大切にする市民や事業者，
専門家などと共に生み出します。
５つのエリア内の多様な地域の街区などにおいて，「学術文化・交流・創造ゾーン」の

形成を目指し，必要な施設の充実などを図ります。
＊市域の隅々に地域の資源が息づいており，あらかじめゾーンを目指す場所を限定しません。

◎　「学術文化・交流・創造ゾーン」におけるまちづくりについて，積極的に情報
発信を行うことにより，特色ある地域の暮らしや文化の継承，多様な人々の
出会いや集い，京都ならではの学術や産業を活かした新たな魅力や価値の
創造につなげていきます。

＜各エリアにおいてゾーンを形成する地域や施設の想定例＞

等

等

等

等

等
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第５章　プランの推進

１　まちづくり条例

本プランについては，都市の将来像を具体的に示し，市民・事業者・行政が共有することにより，協働
のまちづくりを進めるための共通の指針とします。
そのため，本市の「まちづくり条例※」に規定する「まちづくりの方針」に本プランを位置付け，事業者
による開発事業の構想について，本市及び市民の意見を反映させ，共に良好なまちづくりを推進する
こととします。

市民

事業者 行政

協議
指導・助言等

意見意見

説明 情報提供将来像
の共有

将来にわたって
安心・安全で暮らしやすく，
魅力・活力あふれる
まちづくり

持続可能な
都市構造
地域の将来像

まちづくり条例P27 都市計画手法等の活用P28

持続可能な都市の構築に向けては，市民・事業者・行政が，都市の将来像を共有し，まちづくりを進
めていくことが重要です。
そのため，本プランにおいて，持続可能な都市構造と地域の将来像を明らかにしたうえで，以下の
3つの方策で土地利用の誘導等に取り組んでいきます。

※京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例
*本市，事業者，市民の責務を明示
*一定以上の開発事業は届出を義務付け，開発事業の構想に本市及び市民の意見を反映させるための手続を規定
（まちづくりの方針に適合していない場合は,指導・助言・勧告などが可能）

市民・事業者・行政の協働

将来像の共有 土地利用の誘導

P31 関係計画等との連携
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本プランでは，京都ならではの持続可能な都市の構築を目指し「京都の都市特性を基礎とするま
ちづくり」，「市域全体の持続性を確保するまちづくり」，「人々の活動を重視するまちづくり」を基本
コンセプトに掲げています。
そこで，法律で定められた「立地適正化計画」制度の「都市機能誘導区域」については，「広域拠点
エリア」と「らくなん進都」に限って指定しますが，これらの区域とともに，周辺部等の「各地域中核拠
点エリア」についても，本市独自に「各拠点にふさわしい都市機能の誘導区域」と位置付け，地域の
特性に応じて必要な都市機能を重点的に誘導することを検討します。

２　都市計画手法等の活用

（１）都市計画の決定・変更など各種手法の活用

（２）「立地適正化計画」制度の活用

※都市計画：地域地区（用途地域，高度地区等），地区計画等

都市機能誘導区域

都市計画の決定・変更など各種手法の活用 と 「立地適正化計画」制度の活用

都市再生特別措置法により制度化された「立地適正化計画」制度について，本市の都市特性を踏
まえ，産業の活性化や働く場の確保等を目指す手法として活用します。

本プランは，「都市計画マスタープラン」とともに，持続可
能な都市を構築するためのまちづくりの指針として位置付
けるものであり，都市計画※の決定・変更など，市域全体を
見渡し，地域の特性を踏まえて，将来像を見据えた土地利
用の誘導策等を検討します。

「広域拠点エリア」及び「らくなん進都」における産業空間の確保や，都市環境の向上を目指して，
道路や広場等の公共施設整備を伴う「オフィス（事務所，研究所）※」の整備について，金融支援や税
制優遇などを受けられる「都市機能誘導区域」を定めます。

※　誘導施設として定める「オフィス（事務所，研究所）」は，「建築基準法」に規定する事務所の用
途に係る施設（建築物全体に占めるオフィスの床面積の割合が２分の１を超える場合）に限り
ます。加えて，次の①～③の要件をすべて満たす施設とします。

①　公共施設の整備を伴うものであること（法定の事項）
②　事業の敷地面積が５００㎡以上であること（法定の事項）
③　市民，事業者，学生など，広く一般の用に供される，産業や文化，交流機能を備えること
　　（コワーキングスペース，伝統文化・技術の体験ルーム等）
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烏丸御池

（参考）　立地適正化計画制度とは（概要）
○　国において創設された「立地適正化計画」制度は，人口減少社会の到来に対応した「コンパクト
＋ネットワーク」の考え方に基づいて，居住機能（住宅）や都市機能（福祉，商業等）の適切な立地誘
導を図るものです。
○　「都市機能誘導区域」内で，市町村が定める誘導施設を整備する場合は，金融支援や税制優遇を
受けることができる仕組みがあります。
○　「都市機能誘導区域」，「居住誘導区域」の外の区域で，誘導施設の整備や一定規模の住宅開発
（３戸以上等）をする場合は事前の届出が必要になります。

「土砂災害警戒区域，浸水想定区域」については，居住誘導区域としますが，「京都市水害ハ
ザードマップ（39～40ページ）」を日頃から十分に確認のうえ，災害時に備えることが重要です。

居住誘導区域

広域拠点エリア

地域中核拠点
エリア

日常生活エリア

ものづくり産業
集積エリア

緑豊かなエリア

らくなん進都

住宅開発届出
区域

エリア 都市計画手法の活用
立地適正化計画（法定）

学
術
文
化
・
交
流
・
創
造
ゾ
ー
ン

都市機能誘導
区域

居住誘導
区域

地
域
地
区
・
地
区
計
画
等
の
決
定
・
変
更
等

工業，工専地域
に限る。

※○印は立地適正化計画の区域を設定することを示します（詳細は33～38ページ参照）。

①交通結節・賑わい型
②文化・大学・観光型
③生活拠点型

各 拠 点 に ふ さ わ し い
都 市 機 能 の 誘 導 区 域

各エリアにおける都市計画手法等の活用（イメージ）

二条

祇園四条

三条京阪
烏丸

河原町四条四条大宮

五条

京都

大宮

丹波口

梅小路京都西

京都市役所前

三条

生活サービスや地域コミュニティの確保などを目指して，「市街化区域の全域」のうち，次に定める
「住宅開発届出区域※」を除く全ての区域を「居住誘導区域」とします。

丸太町

七条

東山

北大路

今出川
北野白梅町

円町

西院

西京極

桂

六地蔵

六地蔵

桂川

西大路

嵯峨嵐山

嵐山
嵐山

出町柳

国際会館

醍醐

椥辻

山科

京阪山科

竹田

太秦天神川
嵐電天神川

洛西バスターミナル

中書島

淀

伏見桃山
桃山御陵前

丹波橋
近鉄丹波橋

洛西口

※　住宅開発届出区域
①　工業地域及び工業専用地域
②　土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域

◎　市街化調整区域については，居住誘導区域に含めることはできません。（法定の事項）
※　「立地適正化計画」制度の具体的な運用方法等については，別途，定めることとします。

◎　一定規模（３戸以上等）の住宅開発は，事前の届出が必要です。（工場等の操業環境の確保や
居住環境との調和などを図ります。）

土砂災害特
別警戒区域
及び急傾斜
地崩壊危険
区域は除く
（住宅開発
届出区域）。

29



烏丸御池烏丸御池烏丸御池

凡例 区域

地域中核拠点エリア

①交通結節・賑わい型

②文化・大学・観光型

③生活拠点型

各拠点にふさわしい
都市機能の誘導区域
（本市独自）

都市機能誘導区域

居住誘導区域

（住宅開発届出区域）

立地適正化計画
（法定）に定める区域

二条二条

祇園四条祇園四条祇園四条

三条京阪三条京阪三条京阪
烏丸烏丸

河原町河原町河原町四条四条四条大宮四条大宮四条大宮

五条五条五条

京都京都

大宮大宮大宮

丹波口丹波口丹波口

梅小路京都西梅小路京都西梅小路京都西

京都市役所前京都市役所前京都市役所前

三条三条三条

丸太町丸太町丸太町

七条七条七条

東山東山東山

北大路北大路

今出川今出川今出川
北野白梅町北野白梅町北野白梅町

円町円町円町

西院西院西院

西京極西京極

桂桂

六地蔵六地蔵六地蔵

六地蔵六地蔵六地蔵

桂川桂川桂川

西大路西大路西大路

嵯峨嵐山嵯峨嵐山嵯峨嵐山

嵐山嵐山嵐山
嵐山嵐山嵐山

出町柳出町柳出町柳

国際会館国際会館国際会館

醍醐醍醐醍醐

椥辻椥辻

山科山科

京阪山科京阪山科京阪山科

竹田竹田竹田

太秦天神川太秦天神川太秦天神川
嵐電天神川嵐電天神川嵐電天神川

洛西バスターミナル洛西バスターミナル洛西バスターミナル

中書島中書島中書島

淀淀

伏見桃山伏見桃山伏見桃山
桃山御陵前桃山御陵前桃山御陵前

丹波橋丹波橋丹波橋
近鉄丹波橋近鉄丹波橋近鉄丹波橋

洛西口洛西口洛西口
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３　関係計画等との連携

（１）各種関係分野の諸計画等との連携
都市計画の視点に加え，歩くまち，住宅，大学，文化，福祉・医療，産業・商業など，まちづくりに関

わる様々な関係分野の計画，施策と連携しながら，持続可能な都市の構築と，地域の将来像の実
現に向けた土地利用の誘導を図ります。

（２）より具体的な地域のまちづくり方針等との連携
都市計画マスタープランに位置付ける「地域まちづくり構想」など，より具体的な地域ごとのまち

づくりの方針等と連携しながら取組を進めます。また，地域のまちづくりの状況等に応じて，適宜，
本プランへの反映などを検討します。

文化
大学の
まち

防災

教育農業

子育て

福祉・
医療

産業・
商業

住宅・
空き家歩くまち

観光・
MICE

持続可能な都市の構築
都市計画

環境

○京都市産業戦略ビジョン

○京都市商業集積ガイドプラン

○京都市農林行政基本方針

○京都市地球温暖化対策計画

○京都市地域防災計画

　　　　　　　　　　　  など

○京都市住宅マスタープラン

○京都市空き家等対策計画

○「歩くまち・京都」総合交通戦略

○京都・新自転車計画

○京都市景観計画

○京都観光振興計画2020＋1

○「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略

○京都市レジリエンス戦略

○京都文化芸術都市創生計画

○大学のまち京都・学生のまち京都推進計画2019-2023

○京都市未来こどもはぐくみプラン

○京都市民長寿すこやかプラン

主な重要戦略・分野別計画等

○職住共存地区整備ガイドプラン

○岡崎地域活性化ビジョン

○らくなん進都まちづくりの取組方針

○京都駅西部エリア活性化将来構想

○京都駅東南部エリア活性化方針

○京都駅東部エリア活性化将来構想

○洛西ニュータウンアクションプログラム

○向島ニュータウンまちづくりビジョン

　

○西陣を中心とした地域活性化ビジョン　

○京都刑務所敷地の活用を核とする

　未来の山科のまちづくり戦略

　　　　　　　　　　　　       　  など

地域ごとの主なまちづくりの方針
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＊国の推計によると，京都市の人口は，平成２７年（２０１５年）の約１４７万人から，
平成５２年（２０４０年）には約１３４万人になると見込まれています。

本プランに基づく都市づくりの進捗状況や効果を点検し，必要な施策やプランの充実などを検討
するための「モニタリング指標」を活用して，市民・事業者・行政の協働により，京都のまちの将来像
の実現を目指します。

みんなで目指す京都のまちの将来像

【モニタリング指標】主な指標を例示します。

○京都ならではの魅力を活かして人々を惹きつける人口１４０万人規模の都市
として，まちの活力の維持・向上を目指します。

○人口減少社会の到来や少子高齢化の進展など，社会経済状況の変化にも柔軟
に対応し，安心・快適に暮らし続けられるまちを目指します。

安心安全で
快適な暮らしの確保

産業の活性化と
働く場の確保

京都ならではの
文化の継承と創造

緑豊かな地域の生活・
文化・産業の継承と振興

①総人口（全域，地域別）
②人口構成
③人口密度
④若者（20代）の東京都・大阪府への転出入
⑤子育て層（30代）の京都府南部・滋賀県・
　大阪府への転出入
⑥交流人口（観光客，留学生等）　等

①工場の面積
②工業地域の用途別土地利用
③市内で働く市民の数　等

①伝統産業従事者数
②大学生数
③留学生数
④京町家数　等

①農林地面積
②市街化区域外の人口（定住，交流）　等

①市民千人当たりの小売事業所数
②日常生活サービス施設の徒歩圏充足率
③住宅数
④空家数
⑤代表交通手段分担率（非自動車分担率）
⑥自転車走行環境の整備延長　等

①商業業務施設の延床面積
②オフィスの空室率
③医療施設の延床面積　等都心部と周辺部等の

拠点の魅力・活力の向上

基本方針１

各基本方針共通

基本方針２

基本方針３

基本方針４

基本方針５

①：15,145千㎡（平成30年）
②：1.28％（平成30年）
③：995千㎡（平成30年）

①：15,145千㎡（平成30年）
②：1.28％（平成30年）
③：995千㎡（平成30年）

①：9.7所／千人（平成28年）
②：87％（平成22年）
③：692,800戸（平成25年）
④：114,300戸（平成25年）
⑤：75.6％（平成22年）
⑥：73.5km（平成30年）

①：9.7所／千人（平成28年）
②：87％（平成22年）
③：692,800戸（平成25年）
④：114,300戸（平成25年）
⑤：75.6％（平成22年）
⑥：73.5km（平成30年）

①：6,746千㎡（平成30年）
②：工業施設　2,366千㎡（平成30年）
　：専用住宅　2,183千㎡（平成30年）
　：商業施設　1,432千㎡（平成30年）
③：496,744人（平成27年）

①：6,746千㎡（平成30年）
②：工業施設　2,366千㎡（平成30年）
　：専用住宅　2,183千㎡（平成30年）
　：商業施設　1,432千㎡（平成30年）
③：496,744人（平成27年）

①：耕地面積　 3,104ha（平成28年）
　：森林面積　61,003ha（平成28年）
②：定住　26,568人（平成27年）

①：耕地面積　 3,104ha（平成28年）
　：森林面積　61,003ha（平成28年）
②：定住　26,568人（平成27年）

①：19,357人（平成27年）
②：147,034人（平成29年）
③：8,386人（平成29年）
④：40,146軒（平成28年）

①：19,357人（平成27年）
②：147,034人（平成29年）
③：8,386人（平成29年）
④：40,146軒（平成28年）

①：全域　1,475,183人（平成27年）
②：年少人口　11%（平成27年）
　：生産年齢人口　62％（平成27年）
　：老年人口　27％（平成27年）
③：98人／ha（平成27年）
④：-2,145（平成30年）
⑤：-1,349（平成30年）
⑥：観光客数　5,362万人（平成29年）

①：全域　1,475,183人（平成27年）
②：年少人口　11%（平成27年）
　：生産年齢人口　62％（平成27年）
　：老年人口　27％（平成27年）
③：98人／ha（平成27年）
④：-2,145（平成30年）
⑤：-1,349（平成30年）
⑥：観光客数　5,362万人（平成29年）

指　標　例 参考（現況値）方　針
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図1 図2

図3 図4

（１ ）　立地適正化計画の区域参考１
都市機能誘導区域，居住誘導区域，住宅開発届出区域については下図のとおりです。
なお，立地適正化計画の区域について，今後，社会経済動向や土地利用の動向，京都

市水害ハザードマップ等を踏まえ検討のうえ，変更する場合があります。
　最新の区域の情報については，都市計画課のホームページに掲載します。

※区域の詳細については，35～38ページを参照してください。

都市機能誘導区域

居住誘導区域

住宅開発届出区域

凡例

市街化区域

市街化調整区域

京都市域
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・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合
・住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合で，その規
模が1,000㎡以上のもの

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し，又は建築物の用途を変更して3戸以上の
住宅とする場合

建築行為

開発行為

（２）　届出制度

届出が必要となる行為

都市再生特別措置法第88条又は第108条の規定に基づき，都市機能誘導区域の外又
は居住誘導区域の外で一定の開発行為等を行う場合，及び都市機能誘導区域の内で誘
導施設を休止等する場合，これらの行為に着手する30日前までに，行為の種類や場所な
どについて，京都市への届出が必要となります。

※届出制度は，平成31年10月から運用開始（予定）
　届出の様式等は，別途，都市計画課のホームページに掲載します。

※都市機能誘導区域の内において，誘導施設を建築等しようとする場合は，金融支援
や税制優遇が受けられる可能性があります。また，誘導施設を休止し，又は廃止しようと
する場合は，別途，届出が必要となります。

都
市
機
能
誘
導
区
域

居
住
誘
導
区
域

都市機能誘導区域の外で，都市再生特別措置法に基づいて本市が定める
誘導施設を建築等しようとする次の行為

居住誘導区域の外（住宅開発届出区域，市街化調整区域）で，一定規模以上
の住宅を建築等しようとする次の行為

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうと
する場合

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し，又は用途を変更して誘導施設を有する建
築物とする場合

開発行為

建築行為
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図1

立地適正化計画の区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

住宅開発届出区域

凡例
市街化区域

市街化調整区域

京都市域

N
0 0.5 1 2

Km

住宅開発届出区域に含まれる土砂災害特別警戒区域の詳細は，京都市水害ハザードマップで，
急傾斜地崩壊危険区域の詳細は，京都府京都土木事務所・乙訓土木事務所で確認することができます。
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図2

都市機能誘導区域

居住誘導区域

住宅開発届出区域

凡例
市街化区域

市街化調整区域

京都市域

N
0 0.5 1 2

Km

住宅開発届出区域に含まれる土砂災害特別警戒区域の詳細は，京都市水害ハザードマップで，
急傾斜地崩壊危険区域の詳細は，京都府京都土木事務所・乙訓土木事務所で確認することができます。

36

第５章　プランの推進 立地適正化計画の区域

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

資
料
編

デ
ー
タ
集



図3

都市機能誘導区域

居住誘導区域

住宅開発届出区域

凡例
市街化区域

市街化調整区域

京都市域

N
0 0.5 1 2

Km

住宅開発届出区域に含まれる土砂災害特別警戒区域の詳細は，京都市水害ハザードマップで，
急傾斜地崩壊危険区域の詳細は，京都府京都土木事務所・乙訓土木事務所で確認することができます。
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図4

都市機能誘導区域

居住誘導区域

住宅開発届出区域

凡例
市街化区域

市街化調整区域

京都市域

N
0 0.5 1 2

Km

住宅開発届出区域に含まれる土砂災害特別警戒区域の詳細は，京都市水害ハザードマップで，
急傾斜地崩壊危険区域の詳細は，京都府京都土木事務所・乙訓土木事務所で確認することができます。
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参考２ 京都市水害ハザードマップ

土砂災害警戒区域については，三方の山々の麓や，山間部などで指定された区域が存
在しています。
浸水想定区域については，桂川・宇治川・鴨川・山科川などの流域の市街地が広範囲に

含まれています。

図　土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域
資料）京都市水害ハザードマップ（平成３０年５月発行）
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図 　浸水想定区域
　資料）京都市水害ハザードマップ（平成３０年５月発行）
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想定される最大の浸水の深さ
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第５章　プランの推進 参考２　京都市水害ハザードマップ



１　持続可能な都市検討部会
本プランの策定にあたり，平成29年3月から，京都市都市計画審議会に「持続可能な都市検討部会」

を設置し，以下のとおり検討を行いました。

開 催 日 会 議 名 称 主 な 議 題
平成29年
6月21日

第1回
 持続可能な都市検討部会

・京都市の現状について
・持続可能な都市の構築に向けた検討の視点について

平成30年
12月4日

第8回
 持続可能な都市検討部会

・持続可能な都市構築プラン（仮称）の方向性等
について

平成29年
10月4日

第2回
 持続可能な都市検討部会

・課題と論点整理について
・人口に係る検討について

平成29年
11月10日

第3回
 持続可能な都市検討部会

・持続可能な都市の構築に向けた課題の検討
（産業・働く場等）について

平成30年
2月2日

第4回
 持続可能な都市検討部会

・持続可能な都市の構築の方向性等について

平成30年
3月22日

第5回
 持続可能な都市検討部会

・持続可能な都市の構築の方向性等について

平成30年
6月27日

第6回
 持続可能な都市検討部会

・持続可能な都市構築プラン（仮称）の方向性に
ついて

平成30年
7月27日

第7回
 持続可能な都市検討部会

・持続可能な都市構築プラン（仮称）の方向性等
について（中間とりまとめ)

板谷 直子
奥原 恒興 
川﨑 雅史 
兒島 宏尚
小原 雅人
佐藤 由美 
島田 洋子
須藤 陽子
中嶋 節子
八田 眞理子 
葉山 勉
牧  紀男
宮川 邦博

立命館大学客員研究員 
京都商工会議所専務理事　
京都大学大学院教授　　     　　
京都商工会議所専務理事 
市民公募委員 
奈良県立大学准教授 
京都大学大学院准教授 
立命館大学教授 
京都大学大学院教授 
市民公募委員 
京都精華大学教授 
京都大学教授 
公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター専務理事

～第５回

部会長

  第７回～

備 考所 属・役 職 等氏 名
委員名簿

板谷
奥原
川﨑
兒島
小原
佐藤
島田
須藤
中嶋
八田

氏
委員

（五十音順，敬称略）

資料編
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１　性別
意見書数
１１７
３８
１２
１６７

割合(％)
７０
２３
７

１００

区分
男性
女性
無回答
合計
（意見数 合計　３１８件）

２　市民意見募集

本プランの骨子（案）について，広く市民の皆様からの御意見をいただくため，以下のとおり，パブ
リック・コメント手続により，市民意見募集を行いました。

ホームページ掲載，市民意見募集冊子の配布（市役所案内所，各区役所・支所・出張所，
景観・まちづくりセンター，京安心すまいセンター，各市立図書館，大学コンソーシアム
京都加盟会員の４２大学，建築・不動産・経済等の関係団体）等

平成３０年９月１０日（月）から平成３０年１０月１０日（水）まで募 集 期 間

周 知 方 法

意見募集
結果

男性
70%

女性
23%

無回答
7%

20歳未満
2%

20歳代
8%

30歳代
20%

40歳代
38%

50歳代
13%

60歳代
7%

70歳以上
4%

無回答
8%

京都市在住
65%

京都市内に
通勤・通学
21%

その他
10%

無回答
4%

２　年齢
割合(％)

２
８
２０
３８
１３
７
４
８

１００

意見書数
４
１３
３３
６３
２１
１２
７
１４
１６７

区分
２０歳未満
２０歳代
３０歳代
４０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳以上
無回答
合計
（意見数 合計　３１８件）

割合(％)
６５
２１
１０
４

１００

意見書数
１０９
３４
１７
７

１６７

区分
京都市在住
京都市内に通勤・通学
その他
無回答
合計
（意見数 合計　３１８件）

３　居住地等

（１）プラン骨子（案）

42

資料編

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

資
料
編

デ
ー
タ
集

持続可能な都市検討部会
市民意見募集



１　性別
意見書数
２６８
２５４

２
１５
５３９

割合(％)
５０
４７
０．４
３

１００

区分
男性
女性
その他
無回答
合計
（意見数 合計 １,１４０件）

本プランの素案について，広く市民の皆様からの御意見をいただくため，以下のとおり，パブリック・
コメント手続により，市民意見募集を行いました。

ホームページ掲載，都市計画ニュース発行，市民意見募集冊子の配布（市役所案内所，
各区役所・支所・出張所，景観・まちづくりセンター，京安心すまいセンター，各市立図書
館，大学コンソーシアム京都加盟会員の４２大学，建築・不動産・経済等の関係団体），
出前パブリックコメント（各区役所・支所）

平成３１年１月１０日（木）から平成３１年２月１２日（火）まで募 集 期 間

周 知 方 法

意見募集
結果

男性
50%

女性
47%

無回答
3%その他

0.4%

20歳未満
3%

20歳代
23%

30歳代
10%

40歳代
18%

50歳代
9%

60歳代
11%

70歳以上
22%

無回答
4%

京都市内に
通勤・通学
13%

その他
6%

無回答
3%

京都市在住
１人世帯
22%

京都市在住
３人以上世帯

27%

京都市在住
世帯人数不明

9%

京都市在住
２人世帯
20%

２　年齢
割合(％)

３
２３
１０
１８
９
１１
２２
４

１００

意見書数
１６
１２３
５６
９８
５０
５９
１１６
２１
５３９

区分
２０歳未満
２０歳代
３０歳代
４０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳以上
無回答
合計
（意見数 合計 １,１４０件）

割合(％)
２２
２０
２７
９
１３
６
３

１００

意見書数
１２２
１０７
１４４
４７
７１
３２
１６
５３９

区分
 　１人世帯
 　２人世帯
  　３人以上世帯
  　世帯人数不明
京都市内に通勤・通学
その他
無回答
合計
（意見数 合計 １,１４０件）

京
都
市
在
住

３　居住地等

（２）プラン素案
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　将来にわたって安心安全で暮らしやすく，魅力や活力のある持続可能な都市の構築を進めるプラ
ンの検討を行うための参考資料とするため，持続可能な都市の構築についてアンケート調査を行い
ました。

３　市政総合アンケート

18歳以上の市民４，０００人（住民基本台帳から無作為抽出）

平成３０年８月９日（木）から平成３０年８月２３日（木）まで調 査 期 間

調 査 対 象

アンケート
結果

１　性別
区分　　　　　　　　
男性
女性
その他
無回答
合計

人
６８３

１,０２８
１
４８

１,７６０

 割合(％)
３８．８
５８．４
０．１

　　　　　　　 　　　　　　　２．７
１００．０

２　年齢
        区分
１０歳代
２０歳代
３０歳代
４０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳以上
無回答
合計

人
7 

８５
１９２
２９５
２６１
３１０
３４７
２３７
２６

１,７６０

割合(％)
０．４
４．８
１０．９
１６．８
１４．８
１７．６
１９．７
１３．５
１．５

１００．０

３　居住地等
 

男性
38.8%女性

58.4%

無回答
2.7%

その他
0.1%

20歳未満
0.4%

20歳代
4.8%

30歳代
10.9%

40歳代
16.8%

50歳代
14.8%

60歳代
17.6%

70歳代
19.7%

無回答
1.5%

区分
北区 
上京区
左京区
中京区
東山区
山科区
下京区

区分
南区
右京区
西京区
洛西支所管内
伏見区
深草支所管内
醍醐支所管内
無回答

割合(％)
６．４
１３．２
７．０
２．６
１３．８
３．４
２．２
１．７

割合(％)
８．１
６．０
１０．８
７．９
２．５
８．１
６．３

北区
8.1%
上京区
 6.0%

左京区 
10.8%

中京区 
7.9%
東山区
2.5%

山科区
8.1%下京区

6.3%
南区
6.4%

右京区
13.2%

西京区
7.0%

洛西支所管内
2.6%

伏見区
13.8%

深草支所所管内 
3.4%

醍醐支所管内
2.2%

無回答 
1.7%

80歳以上
13.5%
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問1 京都市にお住まいになったのはいつからですか。

問２

問3

自宅から最寄りの鉄道駅までの主な交通手段は何ですか。

1
2
3
4
5

徒歩
自転車，バイク
バス
自家用車
その他

58. 7 %
10. 0 %
25. 3 %
3. 0 %
2. 0 %

自宅から最寄りの鉄道駅までの所要時間はどれくらいですか。

❷6. 1 %

❻8. 4 %

❶
48. 3 %

❸7. 5 %

❹
27. 1 %

❺1. 9 %
無回答0.7%

❹3.0 %

❺2.0 %

❶
58.7 %

❸
25. 3 %

❷10.0 %

無回答1.1%

❶
47.2 %

❷
28.1%

❸
11.8 %

❹6.4 %

❺5.2 %

無回答1.4%

「生まれた時から」と答えた方が全体の5 割近く

「徒歩」と答えた方が全体の6 割近く

「10 分以内」と答えた方が全体の5 割近く

1
2
3
4
5

10 分以内
15 分以内
20 分以内
30 分以内
30 分超

47.2% 
28.1% 
11.8% 
6.4% 
5.2% 

1
2
3
4
5
6

生まれた時から
子どもの頃（ 高校生時まで）
大学・専門学校などへ通うため
学校の卒業後， 就職や結婚などを機会に
65 歳以降
その他

48. 3 %
6. 1 %
7. 5 %
27. 1 %
1. 9 %
8. 4 %
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問４

1
2
3
4
5
6

15 分以内
30 分以内
60 分以内
90 分以内
90 分超
現在， 通勤・通学などはしていない

19.4 %
17.8 %
16.2 %
4.3 %
1.8 %
37.2 %

自宅から職場や学校までの所要時間はどれくらいですか。
（徒歩や交通機関の利用等の合計時間） 無回答3.3%

❸
16.2%

❹4.3 %
❺1.8%

❶
19.4%

❻
37.2 % ❷

17.8%

「大いに感じる」又は「やや感じる」と答えた方と
「あまり感じない」と答えた方の割合が

それぞれ同じ全体の4 割強

30 分以内の方が全体の4 割近く

問５ 日常生活の中で，お住まいの地域では人口が減少していると感じますか。

❸
45.3%

❹
9.4% ❶

15.7%

❷
29.6%

1
2
3
4

大いに感じる
やや感じる
あまり感じない
人口は増加していると感じる

15.7% 
29.6% 
45.3% 
9.4% 
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問７

「身近な商店や病院などの生活に必要な施設が
少なくなること」と答えた方が全体の4 割近く

将来，人口の減少が進むと，税や社会保障を支える担い手が不足するなどの
心配がありますが，その他どのようなことが心配になると思いますか。

❷
39.4%

❸
22.4%

❹
15.4%

❺4.6%
無回答3.2%

1
2
3
4
5

近所の子どもや知り合いの数が少なくなること
身近な商店や病院などの生活に必要な施設が少なくなること
空き家や空き地が増えること
地域の行事や自治会の活動などが活発でなくなること
その他

14.8 %
39.4 %
22.4 %
15.4 %
4.6 %

「近所の子どもや知り合いの数が少なくなったと
感じるとき」と答えた方が全体の約4 割

問６

1
2
3
4
5

近所の子どもや知り合いの数が少なくなったと感じるとき
身近な商店や病院などの生活に必要な施設が少なくなったと感じるとき
空き家や空き地が増えたと感じるとき
地域の行事や自治会の活動などが活発でなくなったと感じるとき
その他

40.2 %
8.3 %
32.2 %
12.8 %
3.8 %

（ 問5で「1 大いに感じる」又は「2やや感じる」と回答いただいた方） 
人口の減少をどのような場面で最も感じますか。

❸
32.2%

❹
12.8% ❶

40.2%

❺3.8%

❷8.3 %

無回答2.8%

❶
14.8%

47



問９

1
2
3
4
5
6
7
8

京都に住んでいることに誇りを感じるから
豊かな自然や美しい街並みがあるから
受け継がれてきた歴史や文化，伝統産業，多くの大学があるから
便利で暮らしやすいから
近くに仕事をする場所や， 学校があるから
地域のつながりやコミュニティに魅力を感じるから
家族や友人が近くに住んでいるから
その他

25. 3 %
23. 3 %
23. 0 %
38. 2 %
15. 5 %
3. 1 %
30. 6 %
5. 3 %

（ 問8で「1 住み続けたいと思う」又は「2どちらかと言えば住み続けたいと思う」
と回答いただいた方）
京都市に住み続けたいと思われる理由は何ですか。（複数回答）

問８
これからも京都市に住み続けたいですか。
なお，将来的に市外への転出を予定されている方については，現時点でのお考えを
お答えください。

1
2
3
4
5

住み続けたいと思う
どちらかと言えば住み続けたいと思う
どちらかと言えば住み続けたくないと思う
住み続けたくないと思う
その他

65.9 %
24.4 %
5.5 %
1.6 %
1.8 %

「住み続けたいと思う」又は「どちらかと言えば
住み続けたいと思う」と答えた方が約9 割

❶
65.9%

❸5.5 %

❷
24.4%

❹1.6 %
❺1.8%

無回答0.8%

1

2

3

4

5

6

7

8

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

25.3%

23.3%

23.0%

38.2%

15.5%

3.1%

5.3%

3.1%

30.6%

「便利で暮らしやすいから」，
「家族や友人が近くに住ん
でいるから」の順に多く回答
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問１０

問1１

1
2
3
4
5
6
7
8

他の都市の方が魅力的だから
不便で暮らしにくいから
近くに仕事をする場所や， 学校がないから
地域のつながりやコミュニティに魅力を感じないから
家族や友人が近くに住んでいないから
住宅の広さや価格などが条件に合わないから
京都を訪れる観光客が増えて生活に支障が出ているから
その他

33. 6 %
20. 8 %
3. 2 %
23. 2 %
13. 6 %
22. 4 %
24. 0 %
26. 4 %

1
2
3
4
5
6
7
8

歴史・文化， 豊かな自然環境，美しい街並みがあるまち
日常生活の利便性が高いまち
賑わいや活気があるまち
伝統産業から先端産業までの付加価値の高い「ものづくり」のまち
国内外から多くの学生・研究者が集まる大学のまち
国内外から多くの人が訪れる観光のまち
地域のつながりやコミュニティが活発なまち
その他

72. 4 %
27. 7 %
4. 4 %
21. 9 %
10. 8 %
29. 0 %
3. 8 %
3. 2 %

（問8で「3 どちらかと言えば住み続けたくないと思う」又は「4住み続けたくないと思う」
と回答いただいた方） 
京都市に住み続けたくないと思われる理由は何ですか。（複数回答）

京都にお住まいになって，まちの魅力や誇りとして感じることは何ですか。
（複数回答）

80.0%

1
2
3
4
5
6
7
8

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

72.4%
27.7%

4.4%

3.8%
3.2%
2.6%

21.9%
10.8%

29.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

無回答

33.6%

20.8%

3.2%

23.2%

13.6%

22.4%

24.0%

26.4%

3.2%

0.0% 5.0% 10.0% 20.0% 30.0%15.0% 25.0% 35.0% 40.0%

「歴史・文化， 豊かな自然環境， 
美しい街並みがあるまち」， 

「国内外から多くの人が訪れる
観光のまち」の順に多く回答

「他の都市の方が魅力的だから」と
答えた方が約3 割
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問１２

問１３

1
2
3
4
5
6
7
8

京都の歴史・文化の次の世代への継承
空き家の増加や京町家の減少
日常生活の利便性の維持
まちの賑わいや活気づくり
伝統産業も含めた産業の振興と市内での安定した働く場の確保
京都を訪れる来訪者と市民生活との調和
地域のつながりやコミュニティの維持
その他

33. 4 %
28. 4 %
24. 2 %
8. 7 %
25. 8 %
34. 2 %
13. 1 %
7. 7 %

1
2
3
4
5
6
7
8

人口の市外への流出や， 人口減少に歯止めをかける
京都ならではの歴史や文化，大学， 伝統産業の魅力をさらに高める
良好な居住環境を確保し， 日常生活の利便性を維持する
地域ぐるみの子育て支援など，子育て・教育環境の充実を図る
大都市としての機能を高め，まちの活気や賑わいを高める
産業を振興し， 安定した働く場を増やす
三山をはじめ京都の自然を守り，山間部と都市部の交流の機会を増やす
その他

14. 8 %
38. 5 %
48. 4 %
33. 3 %
10. 6 %
21. 4 %
11. 0 %
3. 2 %

京都市にお住まいになって，現在， まちの課題として感じていることは何ですか。
（複数回答）

将来にわたって，魅力と活力あるまちであり続けるために重要なことは何と
思われますか。（複数回答）

1
2
3
4
5
6
7
8

無回答

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

33.4%
28.4%

24.2%

25.8%
34.2%

8.7%

7.7%
2.6%

13.1%

1

2

3

4

5

6

7

8

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

14.8%

48.4%

33.3%

21.4%

10.6%

11.0%

3.2%

2.6%

38.5%

「良好な居住環境を確保し， 
日常生活の利便性を維持する」，
 「京都ならではの歴史や文化， 
大学， 伝統産業の魅力を

さらに高める」の順に多く回答

「京都を訪れる来訪者と
市民生活との調和」， 
 「京都の歴史・文化の
次の世代への継承」
の順に多く回答
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データ集

（１）　本市の概況

・　京都府の南部に位置し，市域面積は約82,790ha，平成27年現在人口は約147万人を有し，京都
府の人口の約57%を占めています。

・　京都市を中心として，京都府南部や滋賀県南西部に及ぶ京都都市圏を形成するとともに，近畿
地方の大都市の一つとして，京阪神大都市圏を形成しています。

・　1200年を超える長い歴史を持つ歴史都市であり，平安京造営の際の碁盤目状の道路構成や
豊臣秀吉による短冊街区の形成を基礎として，近代に至るまで，時代に応じた都市基盤が形成
され，それが今日でも重要な都市の基盤を成しています。

・　永い歳月の中で，市街地の周囲を取り囲む三方の山々や鴨川，桂川に代表される山紫水明と
称される豊かな自然が育まれ，古くから自然環境と共生する生活が営まれています。

・　三方を山々に囲まれた地理的条件や，早くからの風致地区の指定などの取組により，市街地の
拡大は限定され，まとまりのある市街地が形成されています。

・　伝統産業から先端産業，中小企業から世界的な大企業まで，多様な産業が集積するものづくり
都市であり，また，市内に38の大学・短期大学が立地し，人口の約1割，約14万人の学生を擁す
る「大学のまち」です。

・　ＣＯＰ３「京都議定書」誕生の地であるほか，平成29年現在，国内外から年間5千万人を超え
る観光客が来訪する国際都市です。

図 1. 京都市の位置

※　改元日以降における元号の読替えについて
　　本プランに記載している年又は年度の表記で，平成の元号　
を用いているものについては，改元日以後の年又は年度の　
表記を，新元号による表記に読み替えるものとします。
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（２）　人口

・　京都市の総人口は，昭和40年代以降147万人前後で推移していますが，今後は人口減少が進
むことが推計されています。

・　少子高齢化の進展に伴い，当面は，高齢者人口の増加が大きな課題となり，更に将来的には，
生産年齢人口の減少が見込まれます。

・　行政区別の人口推移は，周辺部で減少傾向となっています。

・　人口の推移では，地域間で進行度合いに差がみられ，周辺部において減少が顕著となってい
ます。

・　人口集中地区は，市街化区域とほぼ同じ大きさとなっており，約98人/haと高い人口密度を
保っています。

・　転入・転出では，本市全体では転入超過ですが，国外からを除くと転出超過に，また，東京圏，
大阪府，京都府南部，滋賀県に対しては転出超過となっています。 

・　転出先としては，大学卒業から就職のタイミングである20歳代の世代が，東京都・大阪府に，結
婚・子育て・住宅購入のタイミングである30歳代の世代が，大阪府・滋賀県・京都府南部に転出
超過となっています。

・　一方で，国内外から年間5千万人を超える観光客が来訪するほか，約8千人の留学生が市内の
大学等に在籍するなど，多くの交流人口が市内で活動しています。

・　沿線の地価やマンション価格は，近郊都市や沿線都市と比べて，京都市内が高い傾向となって
います。

図 2.人口の推移と推計
資料）総務省「国勢調査（平成27年まで）」
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図 3. 人口の推移と推計（人口ピラミッド）
資料）総務省「国勢調査（平成2年，平成27年）」国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」
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図 7. 行政区別の生産年齢人口，高齢者人口の増減
資料）京都市「住民基本台帳（平成 24 年，平成 28 年）」

図 5. 人口集中地区の状況(平成 27年)
資料）国土交通省「国土数値情報（DID人口集中地区）」

図 6. 行政区別の人口の増減
資料）総務省「国勢調査（平成 22 年，平成 27 年）」
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図 8. 東京圏，近隣市町への転出超過
資料）京都市「住民基本台帳（平成30年）」

図 9. 就職，結婚・子育て世代の転出超過
資料）京都市「住民基本台帳（平成30年）」
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図 10.地価公示（住宅地平均額）の比較（平成30年）
資料）国土交通省「地価公示」

　

図 11.マンション平均価格（㎡単価）の比較（平成29年）
資料）不動産経済研究所「全国マンション市場動向」

　

（円）
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

0

（万円）
120
100
80
60
40
20
0

近郊の都市，沿線の都市

データ集

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

資
料
編

デ
ー
タ
集

56



（３）　住宅・空き家

・　本市の住宅の約30％は耐震基準が古い昭和55年以前に建築されています。木造住宅では
40％を超えています。また，昭和25年以前の木造戸建住宅（京町家等）の割合が12.4％と，全国
平均の6.0％を大きく上回っており，建築時期が古い木造戸建住宅が多いことが特徴となってい
ます。

・　本市の空き家率は14％と，全国平均（13.5％）や，政令市平均（13.0％）を上回っています。

・　行政区別の空き家率は，東山区が最も高く，次いで南区，北区，伏見区の順に高くなっていま
す。

・　空き家の種類別では，本市は他政令市の平均に比べ，市場に流通していない住宅の割合が多
く，その内訳をみると，一戸建て，長屋建ての割合が多くなっています。

図 12.住宅建築の年代別状況
資料)総務省「住宅・土地統計調査（平成２５年）」
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図 13.各行政区における住宅建築の年代別状況
資料)総務省「住宅・土地統計調査（平成25年）」

図 14.京都市の種類別の空き家数の推移
資料)総務省「住宅・土地統計調査」
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10.7 5.3 10.0 17.4 9.8 10.5 9.5 9.0 3.6 14.1

10.8 3.3 10.3 19.7 8.9 11.7 7.5 13.1 3.7 11.0

7.2 4.9 13.8 18.4 9.3 7.6 7.5 8.5 3.3 19.5

9.2 3.1 8.7 17.4 9.0 12.4 10.6 13.1 3.2 13.3

13.0 4.6 12.5 18.5 7.9 5.6 6.9 8.8 4.2 18.1

3.4 9.1 18.4 14.7 8.4 9.4 10.3 7.8 3.0 15.5

7.8 2.6 6.5 11.9 8.2 13.0 16.5 11.7 6.3 15.4

6.1 4.3 16.6 18.4 7.4 10.1 8.8 8.5 2.2 17.5

6.2 7.8 14.3 17.3 8.1 11.1 9.9 8.0 5.0 12.2

2.6 5.8 21.1 21.4 11.1 12.1 7.1 6.1 3.2 9.6

3.7 6.1 22.0 16.3 8.0 10.9 9.8 7.0 1.6 14.7
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空き家数 
二次的住宅 賃貸用 売却用

その他の住宅（※）（空き家数に占める割合）

一戸建て 長屋建て 一戸建て・長屋建ての割合

京都市

政令市
平均

114,300 58,900

図 15.各行政区における空き家数，空き家率，高齢化率

図 16.空き家の種類の政令市平均との比較
資料）総務省「住宅・土地統計調査（平成25年）」

4,900
45,100（39.5％）

29,000 3,100 71.２%

91,300 2,000

5,400

58,400 4,100
26,800（29.4％）

13,700 1,500 56.7%

22,81010,610 6,260 13,630 7,940 6,490 10,140 8,320 9,090 11,860 7,140

空き家率空き家数 高齢化率

北
区

上
京
区

左
京
区

中
京
区

東
山
区

山
科
区

下
京
区

南
区

右
京
区

西
京
区

伏
見
区

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（空き家数：戸） （空き家率・高齢化率：%）
35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

27.9%

27.4%

27.2%
25.2%

32.4%

28.9%

23.9% 24.5%
26.9%

24.9%

26.8%

15.2%

11.5%

10.2%

16.8%

15.1%

14.5%
22.9%

11.8%
13.9%

12.7%

15.3%

※市場に流通していない空き家（二次的住宅（別荘など），賃貸用，売却用以外）

資料）空き家数及び空き家率：総務省「住宅・土地統計調査（平成25年）」，
高齢化率：京都市「統計解析NO.73（平成26年）」

59



（４）　日常生活に必要な施設（医療・福祉・商業）

・　日常生活に必要な医療，福祉，商業施設と基幹的交通路線（1日30本以上の鉄道・バス路線）の
全てを徒歩圏で利用できる人口の割合は87％となっています。

図 17. 日常生活サービス施設の立地状況，基幹的交通路線の状況
 (基幹的交通路線:1 日 30 本以上の鉄道・バス路線)

日常生活サービスの徒歩圏充足率 ※

京都市(平成22年)     87%

基幹的交通路線のみで
見た場合は92%

※医療，福祉，商業と基幹的交通路線の全てを徒歩圏(施設及び鉄道駅:半径 800m 圏， バス停:半径 
　300m 圏）で享受できる人口の比率

資料）大規模商業施設，スーパーマーケット，生活協同組合は NTT タウンページ(株)「i タウンページ」を， 
商店街は「きょうは買い物日和(全行政区)」を，高齢者福祉施設は国土交通省「国土数値情報(福祉
施設データ)」を，医療施設は国土交通省「国土数値情報(福祉施設データ)」を基に本市作成

大規模商業施設
スーパーマーケット，生活協同組合
商店街
高齢者福祉施設
医療施設
徒歩圏エリア　日常生活サービス
鉄道駅

JR新幹線
JR在来線
公営鉄道
民営鉄道
バス停（基幹）
バス停
バスルート（基幹）
バスルート
市街化区域
区界

凡例

鉄道
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（５）　産業・働く場

・　本市の市内総生産の構成比を政令市平均と比較すると，製造業のシェアが高くなっています。

・　市内の工業地域，工業専用地域における土地利用では，市西部のJR北側，上鳥羽・吉祥院エリ
アでは専用住宅の比率が高く，上鳥羽・吉祥院エリアでは商業業務の割合も高くなっています。

・　市南部の久我・羽束師，横大路エリアでは，工業施設の利用比率が高く，使用容積率も低くなっ
ています。

・　JR北側，上鳥羽・吉祥院エリアでは，工業施設の比率は微増又は減少する一方で，専用住宅・商
業業務の比率は，大幅に増加しています。

・　全てのエリアでは，専用住宅・商業業務の延べ床面積が大きく増加しています。

・　市外へ移転した工場等は，移転後の敷地面積の増加率が大きくなっています（平均5.6倍）。

・　この10年間で市内常住者のうち，市内での就業者が減少（-15％）する一方，市外での就業者が
増加（+65％）しています。

図 18. 京都市の市内総生産の構成比
資料）各市「市民経済計算（平成26年度）」

京都市 政令市平均鉱　業
0%

鉱　業
0%

農林業
0%

製造業
17%

製造業
10.6%

卸売・小売業
13%

卸売・小売業
17.9%

金融・保険業
4%

金融・保険業
4.4%

不動産業
17%

不動産業
13.9%

運輸業
4%

運輸業
5.6%

情報通信業
4%

情報通信業
7.7%

サービス業
22%

サービス業
22.4%

その他
13%

その他
10.8%

建設業
5%

建設業
4.4%

電気・ガス・水道業
1%

電気・ガス・水道業
2.0%

農林水産業
0.1%
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図 19. 工業・工業専用地域における用途混在の状況
資料）京都市「土地利用現況調査資料（平成28年）」を基に本市作成

図 20. 工業・工業専用地域における用途混在の推移
資料）京都市「土地利用現況調査資料（平成18年，平成23年，平成28年）」を基に本市作成

工業施設の土地利用の割合（延床面積比）
※本検討の対象エリアは，土地利用現況調査地区のうち，主に工業地域及び工業専用地域が含まれる地区としている。
※使用容積率は，各エリアの敷地面積に対する建物の延床面積の割合

❹横大路

❶JR北側

❷ 上鳥羽・吉祥院

❸久我・羽束師

❹ 横大路

❶ JR北側

❷上鳥羽・吉祥院

❸久我・羽束師

工業施設延床面積 専用住宅延床面積 商業業務延床面積 その他延床面積

工業施設延床面積 専用住宅延床面積 商業業務延床面積 その他延床面積

15.7%

36.6% 41.1% 20.5%

30.3% 33.9% 33.3%

50.5% 32.6% 15.6%

59.7% 24.0%

50%以上
40％以上～50％未満
30％以上～40％未満
20％以上～30％未満
0％以上～20％未満
0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%
（全エリア平均45%）

69.7%

18.6%

35.2%

49.3%

（単位：㎡）（単位：㎡）

（単位：㎡）（単位：㎡）

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

H18

H23

H28

❷上鳥羽・吉祥院

320,972 

346,092 

357,356 

114,926 

135,775 

143,755 

84,922 

94,397 

94,252 

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

H18

H23

H28

❹横大路

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

H18

H23

H28

+2% +20% +10%

+4%

367,983 

373,908 

381,458 

207,260 

227,694 

246,263 

107,182 

103,532 

118,047 

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

H18

H23

H28

❸久我・羽束師

❶ＪＲ北側

+10% +9%+19%

736,772 

695,828 

662,270 740,069 727,921 

667,982 

705,110 

640,368 

648,004 

906,345 

888,311 

991,231 

843,741 

938,587 

1,016,301 

457,713 

423,111 

506,350 

-10% +11%

+11% +25% +11% +14%
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使用容積率
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図 21.工場等の移転に係る規模・選定理由(京都市→京都市外)
資料）経済産業省「工場立地動向調査（平成2年～平成28年）」を基に本市作成

図 22.市内に常住する従業者(15 歳以上)の就業地の変化
資料）総務省「国勢調査（平成17年，平成22年，平成27年）」

※工場立地動向調査は，製造業，電気業，ガス業，熱供給業の用に供する工場又は研究所を建設する目的を持って，1,000㎡以上の用地（埋立予定地を含む。）を取得（借地を含む。）した案件
　を対象としている。
※本資料は上記調査に対し回答があった案件のうち，工場等を移転したもので，移転前後の敷地面積及び建築面積，移転理由が記載されているもののみを抽出した。
※右欄の移転理由は平成19年～平成28年分を掲載した。

移転後に敷地面積の増加率が大きい事例が多い。建築面積の増加率

近接性

アクセス性

操業環境

その他
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亀岡市，向日市，久御山町へ移転

亀岡市，向日市等へ移転

長岡京市，久御山町，大津市へ移転

亀岡市，向日市，南丹市，久御山町へ移転

   　2

   　2

   　2

           　4
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       　3
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                   　   7
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0                5                10

※「就業地：市外」及び「市内に常住する就業者」には就業地不詳を含めて集計
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人材・労働力の確保
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原材料等の入手の便

高速道路を利用できる

空港・港湾・鉄道等を利用できる

工業団地である

周辺環境からの制約が少ない

地価

学術研究機関の充実（産学共同等）

国・地方自治体の助成

地方自治体の誠意・積極性・迅速性

経営者等の個人的つながり

他企業との共同立地

その他

敷地面積の増加率

平均：2.1倍

平均：5.6倍

長岡京市，綾部市，久御山町へ移転
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（６）　商業・業務

・　本市の小売事業所数は，減少しているものの，政令市平均と比べて市民千人当たりの事業所
数は多くなっています。

・　本市におけるテナントビルの空室率は，大阪・神戸地区に比べて低く，平均賃料は高くなって
います。また，延床面積が1,000坪以上のテナントビルは，平成23年度以降，新規の供給が止
まっています。

図 23.商業施設の分布状況
資料）NTTタウンページ（株）「iタウンページ」に掲載の大規模商業施設,

スーパーマーケット,コンビニエンスストアを基に本市作成

大規模商業商施設
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
商店街
鉄道駅

JR新幹線
JR在来線
公営鉄道
民営鉄道
市街化区域
京都市域
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図 24. 市民千人当たりの小売事業所数
資料）経済産業省「平成16年商業統計調査」，

                                          総務省・経済産業省「平成28年経済センサス活動調査」，
　   総務省「住民基本台帳」から本市作成

図 25. テナントビルの空室率と平均賃料の推移
資料）三鬼商事「オフィスリポートバックナンバー」
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※棒グラフ（右軸）は，京都市内における延床面積1,000坪以上のテナントビルの供給量の推移（自社ビル，自社貸し，一棟貸し等は含まない。）

※棒グラフ（右軸）は，京都市内における延床面積1,000坪以上のテナントビルの供給量の推移（自社ビル，自社貸し，一棟貸し等は含まない。）

※
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（７）　大学の状況

・　市内に38の大学や短期大学が広範囲に立地し，公共交通の徒歩圏で利便性が高い分布と
なっています。

・　学生数は近年増加しており，約14万人と，人口に対する割合が10%となっているほか，留学生
数も年々増加しています。

・　学生の多くは，大学卒業後，市外へ転出する傾向にあります。

図 26.大学・短期大学の立地状況
資料)国土交通省「国土数値情報(学校データ)」

大学・短期大学の名称：平成30年度時点
※2019年度から「京都先端科学大学」に名称変更

※※
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図 27.学生数の推移
  資料)文部科学省「学校基本調査」

図 28.留学生数の推移
資料)日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」
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25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000
（千人）

観光客数

（注意）平成23年及び平成24年は調査手法の変更により観光客数を推計していません。　　　　　　　　　　　　

平成7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

（８）　観光

・　観光客数は，年間約5千万人以上が本市を訪問しています。

・　訪問先は，清水・祇園周辺や，京都駅周辺，嵐山，金閣寺周辺に集中しており，外国人は，それに
加え，二条城，伏見稲荷大社に多く訪問しています。

図 29.観光客数の推移
資料）京都市「平成29年京都観光総合調査」

H27年 5,684万人
「トラベル・アンド・レジャー誌」
2年連続人気投票第１位獲得

H21年 4,690万人
世界的な景気低迷
新型インフルエンザ発生

H17年 4,727万人
愛・地球博
（愛知万博）開催

H12年 4,051万人
京都市観光客
5,000万人構想発表

H7年 3,534万人
阪神・淡路大震災

H28年 5,522万人
「トラベル・アンド・レジャー誌」
5年連続ベスト10入り

H15年 4,374万人
「京都・花灯路」開始
ビジット・ジャパン・キャンペーン開始

H20年 5,021万人
観光客5,000万人達成

H29年 5,362万人
「Wanderlust（ワンダーラスト）」
2年連続読者投票第１位獲得
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図 30.交流人口・観光客の訪問先
資料)京都市「平成 29 年京都観光総合調査」
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図 31.宿泊施設の立地状況
資料）京都市「旅館業許可台帳」を基に本市作成
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（９）　文化　

図 32.世界文化遺産
資料）国土交通省「国土数値情報（世界文化遺産データ）」

・　京都市内には，世界遺産を含む数多くの国宝や重要文化財，京町家などの歴史・文化資源が
数多く残されています。
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図 33.京町家の分布状況
資料）京都市・財団法人京都市景観まちづくりセンター，立命館大学 「平成20・21年度京町家まちづくり調査」 
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（10）　公共交通

・　本市では，人と公共交通優先の「歩くまち・京都」の取組が進められており，地下鉄・市バスの利
用者数は，近年，増加傾向となっています。

・　本市における代表交通手段分担率は，10年前と比較すると，自動車の分担率が減少し，鉄道・
バスを合わせた公共交通が最も多くを占めています。

・　居住地から最寄りの鉄道駅・バス停へ到達し，待ち時間も含めて乗車するまでに要する時間
は，居住人口の70%が15分以内，96%が30分以内となっています。また，運行頻度が多い鉄道
路線及びバス路線の徒歩圏人口カバー率も92%と高く，日常生活を支える公共交通ネットワー
クが整備されています。

・　一方で，観光客の一部地域への集中によるバスの混雑など，定住人口と交流人口との調和が
課題となっています。

7.その他6.徒歩5.自転車4.二輪3.自動車2.バス1.鉄道

※平成22年調査より，従前の「二輪」を「自動二輪・原付」と「自転車」に細分化

昭和45年
パーソントリップ調査

昭和55年
パーソントリップ調査

平成2年
パーソントリップ調査

第4回（平成12年）
京阪神都市圏 パーソントリップ調査

第5回（平成22年）
近畿圏 パーソントリップ調査

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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0.0

0.0

0.1

0.2

12.4

14.7

16.3

19.2

9.9

6.9

5.5

5.9
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26.5

28.2

24.4

19.3

23.1

25.8

6.0 21.4

35.9

28.8

24.2

22.8

本市独自調査（平成27年度）
自動車分担率⇒22.1％

市バス地下鉄

27年度 28年度 29年度26年度25年度24年度23年度22年度21年度

390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280

旅客数
（千人）

327 330 334
339

348
359

372

311 314 314
321 326

341
353

379
387

362
368

図 34.公共交通の旅客数の推移
資料)京都市「交通事業白書」

図 35.代表交通分担率（平日）の推移
資料）国土交通省「京阪神都市圏パーソントリップ調査」「近畿圏パーソントリップ調査」

73



図 36.最寄りの鉄道駅，バス停へのアクセス性
資料）国土交通省「アクセシビリティ指標活用の手引き（案）」を基に本市作成
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この印刷物が不要になれば
「雑がみ」として
古紙回収などへ！

京都市はＳＤＧｓを支援しています。

発行：京都市都市計画局都市企画部都市計画課
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